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証券コード　5614

平 成 27 年 ６ 月 12 日

株 主 各 位

埼玉県川口市川口二丁目２番７号

株式会社川金ホールディングス

代表取締役社長 鈴 木 信 吉

第７回定時株主総会招集ご通知

拝啓　平素は格別のご支援を賜り誠にありがとうございます。
　さて、当社第７回定時株主総会を下記により開催いたしますので、
ご出席くださいますようご通知申しあげます。
　なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使することができま
すので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、同封の議決権行使
書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、平成27年６月26日（金曜日）午後５
時30分までに到着するようご返送くださいますようお願い申しあげます。

敬　具
記

１．日 時 平成27年６月29日（月曜日）午前10時
２．場 所 埼玉県川口市川口三丁目１番１号

川口総合文化センター ＬＩＬＩＡ　11階　大会議室
（末尾の会場ご案内図をご参照ください。）

３．目 的 事 項
報 告 事 項 １．第７期（平成26年４月１日から平成27年３月31日まで）事

業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連
結計算書類監査結果報告の件

２．第７期（平成26年４月１日から平成27年３月31日まで）計
算書類報告の件

決 議 事 項
第１号議案 剰余金処分の件
第２号議案
第３号議案

第４号議案

定款一部変更の件
当社株券等の大量買付行為への対応策（買収防衛策）継続の
承認の件
取締役６名選任の件

以　上

　当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出く
ださいますようお願い申しあげます。
　なお、株主総会参考書類並びに事業報告、連結計算書類及び計算書類に修正が生
じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイト（アドレス　
http://www.kawakinhd.co.jp）に掲載させていただきます。

－ 1 －

株主各位
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添付書類

事　 業　 報　 告

( 平成26年４月１日から
平成27年３月31日まで )

１．企業集団の現況に関する事項

(1) 事業の経過及びその成果

① 事業の経過及び成果

当期におけるわが国経済は、４月に実施された消費税率引上げに伴う反動減の影響もあ

り、上期に消費がやや鈍化しましたが、円安を背景に輸出産業などでは好調な業績を維持

していました。下期には、円安相場に加えて、金融緩和継続に伴う株高、緊急経済対策を

含めた財政政策、原油価格の大幅下落などを要因として、経済は回復基調となりました。

一方、海外経済につきましては、米国は堅調に推移し、欧州は総じて緩やかな回復に向

かいましたが、中国やアジア新興国の成長は減速気味となりました。

こうした状況のなか、当社グループは企業理念であります「高品位なテクノロジーを提

供し、安全で安心できる快適な生活・社会基盤づくりに貢献する」を念頭において、各分

野で新製品開発、品質改善などに努めてまいりました。堅調な需要を取りこぼさないよう

積極的な営業活動に努めるとともに、製品供給能力の向上にも注力いたしました。民需部

門におきましては、自動車部品関連をはじめ、工作機械関連、大型建設機械向けの受注が

計画を上回り、海外向けの引き合いも増えました。公共投資部門では、予算は執行される

ものの、技術者不足や資材高騰などにより工費が上昇し、工事規模の縮小や、工期の延長、

入札の見送りなどがみられました。これらの結果、売上高は31,648百万円（前期比13.1％

増）となりました。

また、損益面では、生産量が高水準で安定したことと、生産効率化による製造利益率の

改善が実現したことにより、経常利益は1,984百万円（前期比214.7％増）、当期純利益

1,146百万円（前期比446.0％増）となりました。

セグメント別事業の状況につきましては、以下のとおりであります。

　セグメント別売上高

セ グ メ ン ト 区 分

当連結会計年度
平成27年３月期

前連結会計年度
平成26年３月期

売 上 金 額
（百万円）

構 成 比
（％）

売 上 金 額
（百万円）

構 成 比
（％）

素 形 材 事 業 12,185 38.5 9,442 33.8

土木建築機材事業 12,055 38.1 12,850 45.9

産 業 機 械 事 業 6,931 21.9 5,233 18.7

不 動 産 賃 貸 事 業 477 1.5 456 1.6

合   計 31,648 100.0 27,982 100.0

－ 2 －

事業の状況
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（注）1.セグメント間の取引については相殺消去しております。

 　　　2.上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

［素形材事業］

　精密鋳造品は自動車関連事業からの引き合いが堅調で、特にエンジン部品や排気系、

熱処理治具などの受注が増えました。また、新規設備が本格稼働したことにより、生産

も注文増に対応できました。鋳鋼品は原動機部品を中心に増えましたが、鋳鉄品は製品

ラインアップの見直しにより受注減となりました。異型鋼につきましては、受注面では

直動システム向けが年度を通して好調で、製造面では効率化により計画以上の生産量を

こなすことができました。これらの結果、売上高は12,185百万円（前期比29.1％増）と

なりました。

［土木建築機材事業］

　橋梁新設工事の予算は予定通りの執行となりましたが、工事費の上昇や人手不足によ

り、上部工以前の工事に遅れがみられました。維持補修案件も、新設の後回しとなる傾

向になるなど、橋梁用支承の受注環境は厳しい状況が続きました。建築用制震システム

につきましても、土木と同様に工費上昇の影響が大きく、入札不調や工事発注の次年度

への延期などがみられたため、受注は計画を下回りました。これらの結果、売上高は

12,055百万円（前期比6.2％減）となりました。

［産業機械事業］

　油圧機器につきましては、大型建設機械向けシリンダーが需要家の生産台数アップに

伴い高原状態が続きました。また、環状道路整備が進み、トンネル掘削機用シールドジ

ャッキの受注も計画を上回りました。ゴム用射出成型機につきましては、新製品の投入

などにより、好調な自動車業界の需要を取り込むことができました。国内向け、海外向

けともに受注が通期で平準化し、生産効率も改善しました。これらの結果、売上高は

6,931百万円（前期比32.4％増）となりました。

［不動産賃貸事業］

　不動産賃貸につきましては、売上高は477百万円（前期比4.4％増）となりました。

② 設備投資の状況

当期中において実施いたしました企業集団の設備投資の総額は984百万円、その主なものは

素形材事業及び産業機械事業における製造設備の購入等であります。

③ 資金調達の状況

 　特記すべき事項はありません。

④ 重要な企業結合等の状況

 　該当事項はありません。

⑤ 他の会社の株式その他の持分または新株予約権等の取得または処分の状況

 　該当事項はありません。

－ 3 －

事業の状況
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(2) 今後の見通しと対処すべき課題

今後の経済状況につきましては、為替相場で円安が定着し、株式市場が高値安定している

ことなどから、各産業で設備投資に対する安心感が広がり、緩やかな景気回復基調が続くも

のと思われます。一方、更に円安が進んだ場合には、エネルギーコストや輸入材料の高騰な

どが懸念されております。また、日本経済そのものが外需頼みの状況にかわりはなく、世界

経済の影響が大きいことなど必ずしも楽観視しきれない面もございます。特に、利上げが予

想される米国や、景気減速感のある中国、ギリシャ問題が火種となっている欧州など、けん

引役となる各国の景気に薄曇りの気配が漂いはじめております。

当社グループといたしましては、このような情勢に対して、市場環境や経済動向の変化に

迅速に対応できるような柔軟な企業体質づくりに努めてまいります。旺盛な国内需要を取り

こぼさないよう技術力、営業力を強化し、更なる生産効率化や品質安定化のための積極投資

を継続いたします。具体的には、受注内訳に占める業界標準品の割合を減らし、高付加価値

製品の比率を高めるように、当社オリジナル製品の開発・拡販を積極展開してまいります。

更に、グループ横断の効率化によって収益力を強化し、安定した経営基盤の確立に取り組ん

でまいります。

素形材、産業機械といった事業部門では、自動車関連、大型クレーンなどの建設機械や船

舶エンジン部品などの分野で需要増が見込まれます。受注面では、これまで当社が携わって

いなかった新たな自動車部品や機械用部品などの取り込みも強化してまいります。技術、品

質、価格面における需要家の要求も厳しくなることが予想されますが、改善活動を絶やすこ

となく、より良い製品を提供し顧客満足度向上に努めてまいります。原価面では、電気代や

燃料費、原材料費などの上昇によるコスト増が見込まれますが、製造方法の改善や設計の見

直しによるコストダウンを徹底いたします。また、効率化のための投資に加え、供給能力を

向上させるための工場ラインの変更や機械設備の更新なども積極的に行ってまいります。

土木建築機材部門につきましては、土木分野では、新設橋梁発注が前年度並みとなるやや

厳しい環境が続くものと予測されますので、付加価値の高い製品の採用に向けて、発注元で

ある官公庁向けに技術営業を強化し、量より質を追ってまいります。また、国内市場の伸び

鈍化を補うため、本格稼動を始めたベトナム工場を活用し、橋梁用デバイスの海外市場での

拡販を目指します。更に、維持補修分野の強化を目的とした新工法の開発も進めてまいりま

す。建築分野では、これまで種をまいてきた設計案件が刈り込み時期に入りますので、グル

ープ総力あげての受注活動に努めます。また、学校校舎などの耐震補強の検討依頼が落ち着

いてきましたので、マンションなど居住施設、工場や事務所棟などの法人需要を追いかけて

まいります。土木、建築、両分野共に、これまで橋梁用支承のトップメーカーとして培って

きた技術力をベースに、グループが保有する鋳造、ゴム、油圧分野での製品ノウハウを駆使

し、様々なタイプの免震・制震・耐震装置の研究開発・拡販に注力して、新設向け、維持補

修向け共にシェアアップを目指します。

グループ全体では、今年度から始まる新たな３ヶ年中期経営計画を着実に実行し、事業セ

グメント毎に安定した収益構造を確立してまいります。グループ内各社間、事業部門間の相

乗効果を更に引き出すために、共同研究開発を促進し、川金グループの技術力を結集した新

製品の開発を増やします。そのために、注力分野への大胆な人的資源の投入や、配置の見直

しなどによって、グループ経営の 適化を推進し、より強力で筋肉質な組織づくりを進めて

まいります。これら施策の実行を通じて、グループ全体の企業価値の向上を図り、更なる発

展を目指してまいる所存です。
株主の皆様におかれましては、今後ともなお一層のご支援ご鞭撻を賜りますようよろしく

お願い申し上げます。

－ 4 －

今後の見通しと対処すべき課題
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(3) 直前３事業年度の企業集団の財産及び損益の状況

区 分 平成24年3月期 平成25年3月期 平成26年3月期 平成27年3月期

売 上 高(百万円） 26,849 25,972 27,982 31,648

当 期 純 利 益(百万円） 1,013 258 209 1,146

１ 株 当 た り
当 期 純 利 益

(円） 51.17 13.05 10.60 57.85

総 資 産(百万円） 29,333 29,859 32,590 35,830

純 資 産(百万円） 14,618 15,036 15,865 17,385

(4) 重要な子会社の状況

① 重要な子会社の状況

会 社 名
資 本 金

（百万円）
当社の議決権比率 主 要 な 事 業 内 容

㈱ 川 口 金 属 工 業 　10  100.0％ 鋳造品の製造・販売

㈱ 川 金 コ ア テ ッ ク 45   100.0 土木建築機材の製造販売

Kawakin Core-Tech 
Vietnam Co.,Ltd.

242   100.0（間接所有） 土木建築機材の製造販売

㈱ 松 田 製 作 所 40    74.6 射出成型機の製造販売

光 陽 精 機 ㈱ 40    70.0 油圧機器の製造販売

㈱ 川 口 金 属 加 工 62   100.0 特殊鋼の圧延加工

㈱ ノ ナ ガ セ 30 　100.0（間接所有） 土木建築機材の販売

㈱林ロストワックス工業 90    86.1 精密鋳造品の販売

大 連 ［ 林 ］ 精 密 鋳 造
有 限 公 司

1,338    86.1（間接所有） 精密鋳造品の製造

㈱川金ビジネスマネジメント 90 　100.0 不動産賃貸業

㈱ 川 金 金 融 20   100.0 グループ金融

㈱川金テクノソリューション 90 　100.0（間接所有） 耐震･制震装置の設計解析

特 殊 メ タ ル ㈱ 10 　100.0（間接所有） 鋳造品の製造

② 特定完全子会社に関する事項

名 称 住 所 帳 簿 価 額 当社の帳簿価額

㈱川金ビジネスマネジメント 埼玉県川口市 2,972百万円
資産 5,646百万円

㈱川金コアテック 埼玉県川口市 1,289百万円

－ 5 －

直前３事業年度の財産及び損益の状況、重要な子会社の状況
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(5) 主要な事業内容（平成27年３月31日現在）

　当社グループの主要な事業は、素形材事業（鋼材・鋳造品・精密鋳造品の製造販売）、土木建

築機材事業（橋梁機材・建築材料の製造販売）、産業機械事業（射出成型機・油圧機器・省力化

機械の製造販売）及び不動産賃貸事業であります。

(6) 主要な営業所及び工場（平成27年３月31日現在）

㈱川金ホールディングス 本社 埼玉県川口市川口２-２-７

本社 埼玉県川口市川口２-２-７

大阪支店  大阪市北区芝田１-14-８　梅田北プレイス

 ㈱川金コアテック 東京事務所  東京都中央区京橋１-１-１八重洲ダイビル

仙台営業所 仙台市青葉区中央４-７-17  ベルザ仙台

茨城工場  茨城県結城市若宮８-43

札幌工場  北海道北広島市大曲工業団地４-４-５

Kawakin Core-Tech Vietnam 

Co.,Ltd.
本社  ベトナム社会主義共和国フンイエン省

 ㈱川口金属工業
本社  埼玉県川口市宮町18-19

郡山事業所  福島県郡山市日和田町高倉字藤坦１-273

 ㈱川金ビジネスマネジメント 本社  埼玉県川口市川口２-２-７

 ㈱川金金融 本社  埼玉県川口市川口２-２-７

㈱松田製作所 本社工場  埼玉県久喜市清久町１-１

光陽精機㈱
本社  千葉県船橋市葛飾町２-340フロントビル

つくば工場  茨城県筑西市倉持442

㈱川口金属加工
本社  東京都中央区京橋１-１-１八重洲ダイビル

兵庫工場  兵庫県加西市繁昌町字沖乙272

㈱ノナガセ 本社  東京都中央区八丁堀４-８-２

㈱林ロストワックス工業 本社  新潟県柏崎市西山町黒部445

大連[林]精密鋳造有限公司 本社工場  中華人民共和国遼寧省大連市

㈱川金テクノソリューション 本社  埼玉県川口市宮町18-19

特殊メタル㈱ 本社工場  福島県相馬市程田字潜石１番地

－ 6 －

主要な事業内容、主要な営業所及び工場
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(7) 従業員の状況（平成27年３月31日現在）

① 企業集団の従業員の状況

セグメントの名称 従業員数（人）

素形材事業 1,226 [32]

土木建築機材事業 244 [29]

産業機械事業 272 [29]

不動産賃貸事業 1  [－]

全社 22  [2]

合計 1,765 [92]

（注）従業員数は就業人員であり（当社グループ外からグループへの出向者を含み、人材会社

からの派遣社員を除く）、臨時従業員数は［　］内に年間の平均人員を外数で記載して

おります。

② 当社の従業員の状況

従業員数（人） 平均年齢 平均勤続年数

７ [１] 43.6歳 4.5年

（注）従業員数は就業人員数であり、（当社グループ外からグループへの出向者を含み、人材

会社からの派遣社員を除く）、臨時従業員数は［　］内に年間の平均人員を外数で記載

しております。

(8) 主要な借入先の状況（平成27年３月31日現在）

借 入 先 借 入 額

株 式 会 社 み ず ほ 銀 行 1,774百万円

株 式 会 社 埼 玉 り そ な 銀 行 1,601

株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行 1,566

株 式 会 社 三 菱 東 京 Ｕ Ｆ Ｊ 銀 行 1,083

(9) その他企業集団の現況に関する重要な事項

該当事項はありません。

－ 7 －
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２．会社の現況

(1) 株式の状況（平成27年３月31日現在）

① 発行可能株式総数 80,000,000株

② 発行済株式の総数 20,000,000株(自己株式186,665株を含む）

③ 株主数 2,322名

④ 上位10名の株主

株 主 名 持株数 持株比率

川金ホールディングス取引先持株会 1,170千株 5.91％

㈱みずほ銀行

(常任代理人　資産管理サービス信託銀行㈱）
980 4.95

鈴木　信吉 954 4.82

㈱埼玉りそな銀行 924 4.66

鈴木　布二子 766 3.87

特殊メタル㈱ 756 3.82

鈴木パーライト㈱ 548 2.77

オイレス工業㈱ 542 2.74

鈴木　明子 482 2.44

鈴木　健文 482 2.43

（注）持株比率は自己株式186,665株を控除して計算しております。

－ 8 －
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(2) 会社役員の状況

①　取締役及び監査役の状況（平成27年３月31日現在）

地位及び担当 重要な兼職の状況 氏名

代 表 取 締 役 社 長 株式会社川金ビジネスマネジメント代表取締役会長 鈴 木 信 吉

株式会社川口金属工業代表取締役社長

株式会社川金コアテック代表取締役社長

取 締 役 株式会社川金ビジネスマネジメント代表取締役社長 青 木 　 満

（ 経 営 管 理 部 長 ） 株式会社川金金融代表取締役社長

取 締 役 株式会社松田製作所代表取締役社長 鈴 木 康 三

取 締 役 株式会社林ロストワックス工業代表取締役社長 安 達 正 道

常 勤 監 査 役 野 村 敏 夫

監 査 役 田 邉 國 夫

監 査 役 鈴 木 俊 介

（注）1.監査役田邉國夫氏及び監査役鈴木俊介氏は、社外監査役であります。

　　　2.当社は、平成22年３月31日に田邉國夫氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役

　　　　員として指定し、同取引所に届け出ております。

②　取締役及び監査役に支払った報酬等の総額

取締役４名　21百万円　監査役３名　14百万円

③　社外役員に関する事項

イ．他の法人等の重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関係

・特別な関係はありません。

ロ．当事業年度における主な活動状況

・取締役会及び監査役会への出席状況及び発言状況

監査役田邉國夫氏及び鈴木俊介氏は取締役会及び監査役会に全て出席し、積極的な意

見交換を行っております。

ハ．社外役員の報酬等の総額

社外監査役２名　報酬額　７百万円　左記のほか子会社からの報酬額　- 百万円

ニ．記載内容に関する社外役員の意見

記載すべき事項はありません。

ホ．社外取締役を置くことが相当でない理由

当社は、従前より社外取締役の選任について検討しておりましたが、前回改選期には

適切な候補者が見つからなかったこともあり、当事業年度末日において社外取締役を置

いておりません。

しかしながら、今般の会社法改正やその他の社会情勢の変化などを踏まえ、精力的に

社外取締役の人選に努めましたところ適任者を得ることができましたので、平成27年６

月29日開催予定の第７回定時株主総会に社外取締役候補者を含む取締役選任議案を上

程いたします。

－ 9 －
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(3) 会計監査人の状況

①　名称 東陽監査法人

②　報酬等の額

支 払 額

当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 35百万円

当社及び子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財
産上の利益の合計額

35百万円

※会社法監査と金融商品取引法監査との区分が困難なため、当事業年度に係る会計監査人の

報酬等の額には、これらの合計額を記載しております。

③　非監査業務の内容

　該当事項はありません。

④　会計監査人の解任または不再任の決定の方針

　監査役会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当すると認められる

場合のほか、会計監査人の職務の執行に支障がある場合など、会計監査人を変更することが

妥当であると判断した場合には、会計監査人の解任または不再任の議案を株主総会に上程す

ることといたします。

(4) 業務の適正を確保するための体制

　当社は、会社法に基づき、内部統制システムの整備に関する基本方針を以下の通り決定し、

その整備に努めております。

①　取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

取締役の職務執行に係る情報については、文書管理規程及び稟議規程に基づき、重要な

会議の議事録や重要な決裁書類は適切に保存及び管理（廃棄を含む）の運用を実施してお

ります。必要に応じて運用状況の検証、各規程等の見直しを行っております。

取締役及び監査役は、文書管理規程により、常時、これらの文書等を閲覧可能となって

おります。

②　取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

法令等の遵守があらゆる企業活動の前提となることを徹底するため、取締役に法令及び

定款を遵守させるために代表取締役がその精神を取締役に継続して伝達することにより、

法令遵守と公正で高い社会倫理により行動し、広く社会に信頼される企業活動を行うこと

を徹底しております。

当社は法令等の遵守の体制に係る規程を制定するとともに、取締役及び使用人が法令・

定款・社内規程・企業倫理を遵守した行動をとるため行動基準を定めております。

また、監査役会はこの内部統制システムの有効性と機能を監査するとともに、定期的に

検証をすることで課題の早期発見と是正に努めることとしております。

③　損失の危険の管理に関する規定その他の体制

損失の危険の管理に関する事項について、緊急時に委員会を開催するほか、 低年１回

リスク管理委員会を開催し、安全に対する問題、コンプライアンスに関する問題、その他

当社が抱えるリスクの管理について、必要な見直し・対応を検討しております。

－ 10 －
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また、内部監査部門が各部署のリスク管理の状況を監査し、その結果を代表取締役に定

期的に報告しております。

④　取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

当社は、取締役の職務の執行が効率的に行われるための体制として、取締役会規程等に

基づく職務権限・意思決定に関する規則により適正かつ効率的に職務の執行が行われる体

制を整備しております。

また、取締役会の意思決定の迅速化及び業務執行の監督機能強化を高めるため、各部門

長が出席する経営会議において、具体的な業務執行の打合せを行い、経営の効率化を図っ

ております。

日常の職務遂行については、職務権限規程、業務分掌規程等に基づき権限の移譲が行わ

れ、各レベルの責任者が意思決定ルールに則り業務を遂行しております。

⑤　使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

当社は、取締役及び従業員が法令・定款・社内規程・企業倫理を遵守した行動をとるた

めの行動基準を定めております。また、社長に直属する部署として、「監査室」を設置し、

法令・定款・社内規程等に基づく業務処理の遵守状況を定期的に監査する体制を構築して

おります。取締役及び社員等に企業倫理違反等の疑義のある行為等を発見した場合、監査

室等に通報できる体制を整備しております。

⑥　当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

当社は、「川金グループ経営要綱」「内部統制に係る方針」「子会社管理規程」等に基

づき、当社及び子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制整備を

進めております。

ⅰ)　当社の子会社の取締役、執行役、業務を執行する社員、会社法第598条第１項の職務を行

うべき者（以下ⅲ、ⅳにおいて「取締役等」という）の職務の執行に係る事項の当社へ

の報告に関する体制

当社の役職員がグループ会社の取締役を兼務することにより、当該兼務役員により、グ

ループ会社情報が当社に報告、共有される体制を取っております。

ⅱ)　当社の子会社の損失の危険の管理に関する体制

当社と同様、損失の危険の管理に関する事項について、（緊急時に委員会を開催するほ

か）、安全に対する問題、コンプライアンスに関する問題、その他当社が抱えるリスクの

管理について、必要な見直し・対応を検討しております。

また、内部監査部門が各部署毎のリスク管理の状況を監査し、その結果を代表取締役に

定期的に報告しております。

ⅲ)　当社の子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

当社と同様、法令等の遵守があらゆる企業活動の前提となることを徹底するため、取締

役に法令及び定款を遵守させるために代表取締役がその精神を取締役に継続して伝達する

ことにより、法令遵守と公正で高い社会倫理により行動し、広く社会に信頼される企業活

動を行うことを徹底しております。

また、法令等の遵守の体制に係る規程を制定するとともに、取締役及び使用人が法令・

定款・社内規程・企業倫理を遵守した行動をとるため行動基準を定めております。

－ 11 －
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ⅳ)　当社の子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保

するための体制

当社と同様、グループ会社の取締役会に、法令等の遵守、企業が社会の一員として果す

べき社会的責任の根本方針の大切さを基礎として、グループ理念・規範に適合するようコ

ンプライアンス体制の整備に努めております。

⑦　当該監査役設置会社の監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合に

おける当該使用人に関する事項/ 当該使用人の当該監査役設置会社の取締役からの独立

性に関する事項/ 当該監査役設置会社の監査役の当該使用人に対する指示の実効性の確

保に関する事項

当社は、監査役の職務を補助すべき使用人を置いておりません。

今後、監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合は、監査役の指揮

命令のもとに監査役の職務を補助する使用人を置くものとし、その監査役を補助する使用

人は、取締役の指揮・監督を受けない専属の使用人としております。また、その使用人の

任命、解任、人事異動、人事評価、懲戒処分，賃金の改定等には監査役会の事前の同意を

必要としております。

⑧　次に掲げる体制その他の当該監査役設置会社の監査役への報告に関する体制

監査役は、取締役会、経営会議、その他の重要な意思決定会議に出席し、取締役及び使

用人から、重要事項の報告を受けております。

当社の取締役及び使用人は、職務執行に関して重大な法令・定款違反もしくは不正行為

の事実、または会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を知ったときは、遅滞なく監

査役会に報告しなければならない。事業・組織に重大な影響を及ぼす決定、内部監査の実

施結果についてもまた同様としております。

また、グループ会社の取締役、監査役、執行役員及び使用人等またはこれらの者から報

告を受けた者は、職務執行に関して重大な法令・定款違反もしくは不正行為の事実、また

は会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を知ったときは、遅滞なく当社監査役会に

報告しなければならない。

⑨　前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利益な取扱いを受けないこと

を確保するための体制

前項の報告者は、当該報告をしたことを理由として不利益な取扱いを受けないものとし

ております。当該不利益な取扱いは懲罰、内部通報の対象となります。

⑩　当該監査役設置会社の監査役の職務の執行について生ずる費用の前払または償還の手続

その他の当該職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項

当社は、監査役会または常勤監査役からの求めに応じ、社内規程に基づき、監査役の職

務の執行について生ずる費用の負担を行うものとしております。

⑪　その他当該監査役設置会社の監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体

制

代表取締役は、監査役との定期的な会合を持ち、業務報告とは別に会社運営に関する意

見の交換のほか、意思の疎通を図るものとしております。

監査役は、業務の適正を確保する上で重要な業務執行の会議に出席するとともに、重要

事項については取締役及び使用人から報告を受けております。

－ 12 －
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また、調査を必要とする場合には、総務部、監査室に要請して、監査が効率的に行われ

る体制としております。

監査役会を年４回以上開催して重要事項について協議するほか、年４回以上、監査役会

と会計監査人との会合を持ち、会計監査の過程で発見された事項等の情報共有を図ってお

ります。

監査役会は、独自に必要に応じて、弁護士、公認会計士その他の外部アドバイザーを活

用し、監査役業務に関する助言を受ける機会を保障されるものとしております。

（注）「会社法の一部を改正する法律」（平成26年法律第90号）及び「会社法施行規則等の一

部を改正する省令」（平成27年法務省令第６号）が平成27年５月１日に施行されたこと

に伴い、平成27年５月12日開催の当社取締役会の決議により一部を改定しており、上記

の基本方針は当該改定がなされた後のものです。

　なお、改定内容は、当社グループの業務の適正を確保するための体制及び監査に関す

る体制について当社グループの現状に即した見直し及び法令の改正に合わせて具体的か

つ明確な表現への変更したものであります。

(5）株式会社の支配に関する基本方針

当社は、平成24年６月28日開催の定時株主総会の承認を得て、以下の内容の買収防衛策（以

下、「原プラン」といいます。）を継続導入しております。その有効期間は、平成27年３月期

の定時株主総会の終結の時までとされております。

Ⅰ　当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針

当社は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者は、当社の企業価値の源泉を理解

し、当社の企業価値ひいては当社の株主共同の利益（以下、単に「企業価値・株主共同の利

益」といいます。）を継続的かつ持続的に確保、向上していくことを可能とする者であるべき

ものと考えております。上場会社である当社の株券等は、株主、投資家の皆様による自由な取

引が認められており、当社株券等に対する大量買付行為（下記Ⅲ．2．に定義します。以下同

じとします。）またはこれに類似する行為があった場合においても、一概に否定するものでは

なく、 終的には株主の皆様の自由な意思により判断されるべきであると考えます。

しかしながら、近年の我が国の資本市場においては、対象となる企業の経営陣の賛同を得ず

に、一方的に大量買付行為またはこれに類似する行為を強行する動きも見受けられないわけで

はなく、こうした大量買付行為の中には、その目的等からして企業価値・株主共同の利益に対

する明白な侵害をもたらすもの、株主に株式の売却を事実上強要するおそれがあるもの、対象

会社の取締役会や株主が株券等の大量買付の内容等について検討しあるいは対象会社の取締

役会が代替案を提案するための十分な時間や情報を提供しないもの、対象会社が大量買付者

（下記Ⅲ．2．に定義します。以下同じとします。）の提示した条件よりも有利な条件をもた

らすために大量買付者との協議・交渉を必要とするもの等、対象会社の企業価値・株主共同の

利益の向上、拡大に資さないものも想定されます。

当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方としては、当社の企業理念、企業価

値のさまざまな源泉、当社を支えるステークホルダーとの信頼関係を十分に理解し、当社の企

業価値・株主共同の利益を中長期的に確保、向上させる者でなければならないと考えておりま

す。したがいまして、当社の企業価値・株主共同の利益を毀損するおそれのある不適切な大量
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買付行為またはこれに類似する行為を行う者は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する

者として不適切であり、このような者による大量買付行為に対しては、必要かつ相当な対抗措

置を採ることにより、当社の企業価値・株主共同の利益を確保する必要があると考えます。

Ⅱ　会社の財産の有効な活用、適切な企業集団の形成その他の基本方針の実現に資する特別な取

組み

１．企業価値向上への取組み

平成20年に創業60周年を迎えた当社グループは、一貫して「高品位なテクノロジーを提供

し、安全で安心できる快適な生活、社会基盤作りに貢献する」ことを経営理念としてきてお

り、当社の免震支承や制震装置によって橋梁などの社会資本や学校、病院、庁舎、ビルやマン

ションに至る建築物、ひいては市民の安全を守ることをその使命としております。鋳造部品、

産業機械パーツにおきましても、 終製品の機能を十二分に発揮させ、ユーザーが安心して使

える製品提供を目指すものであります。

この企業理念を実現するために、次の３点を経営の基本方針としております。

（１）全社員の能力向上により、社の総合力を高め成長と発展を続ける。

（２）新たな技術へのたゆまぬ挑戦により、顧客のニーズを満たし、”Tomorrow's 　　　

Technology,Today.”を実現する。

（３）法令遵守の精神にのっとり、公明正大な企業活動を実践する。

この経営の基本方針にのっとり、当社グループは、世界単位で激変する環境の中にあって

も、安定的な収益を確保できうる経営基盤の強化を図るとともに、更なる発展を目指しており

ます。また、過大な設備、人的資源の見直しを目的としたグループ全体を見渡した体制再構築

を積極的に推進し、原材料の高騰などの外部要因による影響を内部吸収できるような強靭なグ

ループ体制にしてまいります。持株会社制への移行は、このような体制再構築の一環として、

グループ全体の 適化の観点にたった経営資源の再配分やリスク管理、事業基盤の維持強化を

進めることを目的としたものであります。

現在、当社グループは、当社、連結子会社13社により構成され、土木建築用構造機材、素形

材、及び産業機械の３分野を主な事業領域としております。いずれも「高品位部材メーカー」

をキーワードに高い技術力と確かな製品力によって、需要家のニーズを満足させることを経営

方針としております。

土木建築用構造機材につきましては、橋梁用免震支承のトップシェアを維持しており、市場

のリーダーとして高機能化や低価格化といった課題に取り組んでおります。

素形材につきましては、永年培ってきた技術力と現場力によって、産業機械用部品や自動車

部品などを中心に、新しい材質や形状の鋳造、加工にチャレンジしております。特に安価な外

国製品に対抗できる価格競争力を備えつつ、品質・納期面での優位性を出すことによって、差

別化を図っております。

産業機械につきましては、高機能が要求されるマーケットにあって、トップメーカーの地位

を確保すべく、国内向け、海外向けともにさまざまなニーズに応えられるような技術提案力の

向上と生産能力の増強に努めております。

このような状況の中で、平成24年度に当社グループは３か年中期経営計画をスタートさせて

おります。当中期計画においては、以下の将来像を掲げて業務に取り組んでおり、平成27年度

からの新たな中期計画においても継続してまいります。
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（１）時代変化に柔軟な企業集団

（２）顧客志向のエンジニアリングソリューション集団

（３）強固な企業統治体制

以上のとおり、当社グループにおける企業価値の源泉は、各事業分野において永年にわたり

蓄積してきた「技術力」と「現場力」にあります。それらによって構築された顧客との長期的

信頼関係、変化する顧客ニーズを満たす新製品開発能力、市場への提案力、品質・納期を満た

す製品供給力などが当社グループの持続的な企業価値・株主共同の利益の向上、拡大への取組

みの根幹となっております。そして当然ながらにして、これらのような技術的見地をベース

に、さまざまなノウハウを有機的かつ継続的に融合させていくことのできる人材が、この取組

みに必要不可欠であります。当社グループは、当社グループが関わる製品や技術情報、市場等

についての豊富な経験と知識、すなわち「技術力」と「現場力」に対する適切な理解なくして

は、当社グループの企業価値・株主共同の利益を確保、向上させるための施策の策定、実行は

困難であると考えております。

２．コーポレートガバナンス（企業統治）への取組み

また、当社は、企業価値・株主共同の利益を確保、向上させるためには、経営の効率性、健

全性、透明性を高め、コーポレートガバナンスを充実させることが重要であると考えておりま

す。

経営環境の変化に迅速に対応できる機動的な経営体制の確立と取締役の経営責任を明確に

するために、取締役全員の任期を１年としております。また、監査役会は、社外監査役２名を

含む３名で構成され、監査役は、取締役会に出席するほか、各種会議等に参加し、積極的に意

見を述べており、十分な経営チェックが可能な体制となっております。

内部監査については、業務執行機関と独立した部門として、監査室を設置しております。内

部統制システムの構築とグループ内浸透を推し進めております。

また、株主の皆様、取引先、従業員、地域社会等のステークホルダーからの信頼を一層高め

るため、安全・環境・品質の確保、社会貢献活動、法令遵守の徹底等のCSR活動の更なる充実

に努めております。

Ⅲ　基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されること

を防止するための取組み

　１．原プラン継続の必要性

当社としては、大量買付行為が行われた場合、当該大量買付行為が当社の企業価値及び会社

の利益ひいては株主共同の利益に資するものであるか否か、株主の皆様に適切に判断していた

だき、提案に応じるか否かを決定していただくためには、大量買付者及び当社取締役会の双方

から適切かつ十分な情報が提供され、検討のための十分な期間が確保されることが不可欠であ

ると考えます。また、当社は、当社の企業価値及び会社の利益ひいては株主共同の利益の確保

または向上の観点から大量買付行為の条件・方法を変更・改善させる必要があると判断する場

合には、大量買付行為の条件・方法について、大量買付者と交渉するとともに、代替案の提案

等を行う必要もあると考えておりますので、そのために必要な時間も十分に確保されるべきで

あります。

当社は、このような考え方に立ち、以下のとおり当社株式の大量買付行為への対応策を継続

することとしています。
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　２．原プランの概要

当社は、平成21年６月26日開催の定時株主総会において、当社株券等の大量買付行為への対

応策を導入し、平成24年６月28日開催の定時株主総会において、原プランとして継続すること

を決定いたしました。原プランは、当社株券等の一定数以上の買付けその他の有償の譲受けの

結果、(i)当社の株券等の保有者が保有する当社の株券等に係る株券等保有割合の合計、もしく

は、(ii)当社の株券等の公開買付者が所有しまたは所有することとなる当社の株券等及び当該

公開買付者の特別関係者が所有する当社の株券等に係る株券等所有割合の合計のいずれかが

20％以上となる者による当社株券等の買付けその他の有償の譲受けまたはその提案（以下、あ

わせて「大量買付行為」といいます。）を適用対象としています。

原プランは、当社取締役会及び独立委員会が、大量買付行為を行いまたは行おうとする者（以

下「大量買付者」といいます。）から、買収の是非に関する株主の皆様の適切なご判断及び当

社取締役会の評価・検討等のために必要な情報の提供を要請し、提供された必要情報を評価・

検討するための手続きを定めています。

当社取締役会は、対抗措置の発動に先立ち、独立委員会に対して対抗措置の発動の是非につ

いて諮問し、独立委員会は、この諮問に基づき、当社取締役会に対して対抗措置の発動の是非

について勧告を行います。当社取締役会は、(i)大量買付者が原プランに定める手続きに従わ

ず、または(ⅱ)大量買付行為が、当社の企業価値及び会社の利益ひいては株主共同の利益を著

しく害するものであると当社取締役会が認めた場合には、当社取締役会は、独立委員会による

上記勧告を 大限尊重して、当該大量買付者及び当該大量買付行為の具体的内容並びに当該大

量買付行為が当社の企業価値・会社の利益・株主共同の利益に与える影響等を評価・検討等し

た上で、対抗措置の発動の是非を判断します。

また、当社取締役会が対抗措置を発動するに際しては、社外監査役全員を含む当社監査役全

員の賛成を得た上で、当社取締役全員の一致により発動の決議をすることといたします。当社

取締役会は、当該決議を行った場合、当該決議の概要その他当社取締役会が適切と判断する事

項について、速やかに株主の皆様に情報開示を行います。

当社取締役会は、対抗措置として大量買付者等による権利行使は認められないとの行使条件

及び当社が大量買付者等以外の者から当社株式と引換えに取得することができる旨の取得条項

等が付された新株予約権（以下「本新株予約権」といいます。）の無償割当ての実施を決議し

た場合、当社は、本新株予約権を当該決議によって定める全ての株主に対して無償割当ての方

法により割り当てます。

Ⅳ　上記各取組みに対する当社取締役会の判断及びその理由

上記Ⅱ記載の取組みは、当社の企業価値の源泉を十分に理解した上で策定されており、当社

の企業価値及び会社の利益ひいては株主共同の利益を中長期的に向上するべく十分に検討され

たものであって、まさに基本方針の実現に資するものです。したがって、当該取組みは、基本

方針に沿い、当社の株主共同の利益を損なうものではなく、また、当社役員の地位の維持を目

的とするものでもないと考えております。

また、上記Ⅲ記載の取組みである原プランは、当社株券等の大量買付行為が行われる場合に、

当該大量買付行為の提案に応じるか否かを株主の皆様に決定していただくために必要な情報と

期間を確保し、あるいは当社取締役会が大量買付行為の条件・方法について、大量買付者と交

渉するとともに、代替案の提案等を行うために必要な時間を確保すること等を可能とすること

により、当社の企業価値及び会社の利益ひいては株主共同の利益を確保、向上させることに資
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するものであり、基本方針に沿うものであると考えております。

更に、原プランは、(i)経済産業省及び法務省が平成17年５月27日に発表した「企業価値・株

主共同の利益の確保または向上のための買収防衛策に関する指針」の定める三原則を充足して

おり、株式会社東京証券取引所の定める買収防衛策の導入に係る諸規則の趣旨に合致している

こと、(ⅱ)株主意思を重視するものであること、(ⅲ)独立性の高い社外者からなる独立委員会

の判断が 大限尊重されることとされており、かつその判断の概要については、適宜株主の皆

様に情報開示を行うこととされていること、(ⅳ)あらかじめ定められた合理的な客観的要件が

充足されなければ発動されないように設定されていること、(v)取締役会及び独立委員会が、当

社から独立した第三者の意見を取得できるものとされていること、(ⅵ)有効期間満了前であっ

ても株主総会または取締役会によりいつでも廃止することができるものとされていること、

(ⅶ)取締役の期差任期制が採用されていないこと等の理由から、当社の株主共同の利益を損な

うものではなく、また、当社役員の地位の維持を目的とするものでもないと考えております。
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連 結 貸 借 対 照 表

（平成27年３月31日現在）
（単位：千円）

資 産 の 部 負 債 の 部

科 目 金 額 科 目 金 額

流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

受取手形及び売掛金

た な 卸 資 産

未 収 入 金

繰 延 税 金 資 産

そ の 他

貸 倒 引 当 金

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建 物 及 び 構 築 物

機械装置及び運搬具

工具、器具及び備品

土 地

建 設 仮 勘 定

無 形 固 定 資 産

投資その他の資産

投 資 有 価 証 券

退職給付に係る資産

繰 延 税 金 資 産

破 産 更 生 債 権 等

そ の 他

貸 倒 引 当 金

19,587,466

4,086,278

9,222,605

4,990,867

524,561

240,834

563,599

△41,280

16,242,764

12,739,804

4,160,481

4,002,459

394,289

4,109,096

73,477

368,775

3,134,184

2,712,450

5,106

33,159

41,310

387,617

△45,460

流 動 負 債 11,676,192

支払手形及び買掛金 4,067,552

短 期 借 入 金 1,100,000

１年以内返済予定の長期借入金 3,961,884

リ ー ス 債 務 538,096

未 払 法 人 税 等 607,735

未 払 消 費 税 等 257,256

未 払 費 用 319,122

繰 延 税 金 負 債 1,287

賞 与 引 当 金 278,377

そ の 他 544,880

固 定 負 債 6,768,270

長 期 借 入 金 4,213,032

リ ー ス 債 務 738,673

繰 延 税 金 負 債 442,671

役員退職慰労引当金 231,247

退職給付に係る負債 352,529

そ の 他 790,116

負 債 合 計 18,444,463

純 資 産 の 部

株 主 資 本 13,617,443

資 本 金 500,000

資 本 剰 余 金 688,042

利 益 剰 余 金 12,469,619

自 己 株 式 △40,219

その他の包括利益累計額 1,817,753

そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金 1,041,289

為 替 換 算 調 整 勘 定 776,463

少 数 株 主 持 分 1,950,571

純 資 産 合 計 17,385,767

資 産 合 計 35,830,231 負 債 純 資 産 合 計 35,830,231
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連 結 損 益 計 算 書

(平成26年４月１日から
平成27年３月31日まで)

（単位：千円）

科 目 金額

売 上 高 31,648,837

売 上 原 価 25,568,730

売 上 総 利 益 6,080,106

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 4,691,452

営 業 利 益 1,388,654

営 業 外 収 益

受 取 利 息 9,682

受 取 配 当 金 42,907

受 取 賃 貸 料 12,705

為 替 差 益 587,116

助 成 金 収 入 36,559

受 取 保 険 金 25,872

そ の 他 30,674 745,518

営 業 外 費 用

支 払 利 息 115,399

そ の 他 34,213 149,612

経 常 利 益 1,984,559

特 別 利 益

固 定 資 産 売 却 益 34,716

投 資 有 価 証 券 売 却 益 0

負 の の れ ん 発 生 益 34,639 69,356

特 別 損 失

固 定 資 産 処 分 損 12,374

投 資 有 価 証 券 評 価 損 25,200

減 損 損 失 80,850

そ の 他 6,530 124,955

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 1,928,961

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 831,054

法 人 税 等 調 整 額 △202,582 628,471

少数株主損益調整前当期純利益 1,300,489

少 数 株 主 利 益 154,212

当 期 純 利 益 1,146,276
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連結株主資本等変動計算書

(平成26年４月１日から
平成27年３月31日まで)

（単位：千円）

株 主 資 本

資 本 金 資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金 自 己 株 式 株主資本合計

当 期 首 残 高 500,000 688,042 11,630,703 △40,218 12,778,527

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当  -  - △148,600  - △148,600

当 期 純 利 益  -  - 1,146,276  - 1,146,276

自 己 株 式 の 取 得  -  - - △0 △0

連 結 範 囲 の 変 動  -  - △158,760 - △158,760

株 主 資 本 以 外 の 項 目 の
当 期 変 動 額 ( 純 額 )

 -  -  -  -  -

当 期 変 動 額 合 計 - - 838,916 △0 838,915

当 期 末 残 高 500,000 688,042 12,469,619 △40,219 13,617,443

その他の包括利益累計額

少 数 株 主
持 分

純資産合計その他有価証
券評価差額金

為替換算
調整勘定

その他の包
括利益累計
額 合 計

当 期 首 残 高 736,770 536,539 1,273,309 1,813,995 15,865,833

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当  -  -  -  - △148,600

当 期 純 利 益  -  -  -  - 1,146,276

自 己 株 式 の 取 得  -  -  -  - △0

連 結 範 囲 の 変 動  -  -  -  - △158,760

株 主 資 本 以 外 の 項 目 の
当 期 変 動 額 ( 純 額 )

304,518 239,924 544,443 136,575 681,018

当 期 変 動 額 合 計 304,518 239,924 544,443 136,575 1,519,934

当 期 末 残 高 1,041,289 776,463 1,817,753 1,950,571 17,385,767
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連結注記表

１．連結計算書類作成のための基本となる重要な事項

(1) 連結の範囲に関する事項

①　連結子会社の状況

・連結子会社の数　　　　　　　　 13社

・主要な連結子会社の名称

　㈱川口金属工業　㈱川金コアテック　㈱川口金属加工　㈱川金テクノソリューション

　㈱川金ビジネスマネジメント　㈱松田製作所　光陽精機㈱　㈱ノナガセ

　㈱林ロストワックス工業　大連［林］精密鋳造有限公司　㈱川金金融　特殊メタル㈱

　Kawakin Core-Tech Vietnam Co.,Ltd.

②　非連結子会社の状況

・主要な非連結子会社の名称　　 ㈱ＫＭＩ

・連結の範囲から除いた理由

　非連結子会社は、小規模会社であり、連結計算書類に重要な影響を及ぼしていないため

であります。

(2) 持分法の適用に関する事項

　持分法を適用していない非連結子会社及び関連会社の状況

・主要な非連結子会社の名称　　　 ㈱ＫＭＩ

・持分法を適用しない理由

　持分法非適用会社は重要性がないためであります。

(3) 連結の範囲及び持分法の適用の範囲の変更に関する事項

　Kawakin Core-Tech Vietnam Co.,Ltd.は重要性が増したため、当連結会計年度より連結の範

囲に含めております。

(4) 連結子会社の事業年度等に関する事項

　連結子会社のうち、大連［林］精密鋳造有限公司及びKawakin Core-Tech Vietnam Co.,Ltd.

の決算日は12月31日であります。連結計算書類の作成に当たっては決算日現在の計算書類を使

用しております。ただし、連結決算日までの期間に発生した重要な取引については、連結上必

要な調整を行っております。

(5) 会計処理基準に関する事項

①　重要な資産の評価基準及び評価方法

イ．有価証券の評価基準及び評価方法

・その他有価証券

・時価のあるもの

　連結決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し

売却原価は主として移動平均法により算定しております。）を採用しております。

・時価のないもの　主として移動平均法による原価法を採用しております。

ロ．デリバティブ

時価法
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ハ．たな卸資産の評価基準及び評価方法

・製品、仕掛品

　主として総平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げ

の方法により算定）

・原材料、貯蔵品

　主として月別移動平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価

切下げの方法により算定）

②　重要な減価償却資産の減価償却の方法

イ．有形固定資産（リース資産を除く）

　当社及び国内連結子会社は、主として定率法（ただし平成10年４月１日以降に取得した

建物（附属設備を除く）については定額法）を採用しております。また、在外子会社は定

額法を採用しております。

　なお、主な耐用年数は次のとおりであります。

  建物及び構築物　　　　10年～50年

  機械装置及び運搬具　　５年～20年

ロ．無形固定資産（リース資産を除く）

  定額法を採用しております。なお、自社利用ソフトウェアについては、社内における利

用可能期間（５年）に基づく定額法を採用しております。

ハ．リース資産

　所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、自己所有の固定資

産に適用する減価償却方法と同一の方法を採用しております。所有権移転外ファイナン

ス・リース取引に係るリース資産については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零

（ただし、残価保証の取決めがある所有権移転外ファイナンス・リース取引については、

当該取引の残価保証額）とする定額法を採用しております。

③　重要な引当金の計上基準

イ．貸倒引当金

　売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、

貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収不能見込額を計上しております。

ロ．賞与引当金

　従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため支給対象期間に対応した支給見込額を

計上しております。

ハ．役員賞与引当金

　役員に対して支給する役員賞与の支給に充てるため、当連結会計年度における支給見込

額を計上しております。

ニ．役員退職慰労引当金

　役員に対する退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上してお

ります。

④　退職給付に係る会計処理の方法

　退職給付に係る負債は、従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末の退職給付

債務から年金資産を控除した額を計上しております。

　当社及び連結子会社は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に係

る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。
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⑤　重要な外貨建の資産、負債の本邦通貨への換算基準

　外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し換算差額は損益

として処理しております。

　なお、在外子会社の資産・負債・収益及び費用は、期末決算日の直物為替相場により円

貨に換算し、換算差額は純資産の部における為替換算調整勘定及び少数株主持分に含めて

計上しております。

⑥　消費税等の会計処理

　税抜方式によっております。ただし、固定資産に係る控除対象外消費税は長期前払費用

に計上し、５年間で均等償却しております。

⑦　連結納税制度の適用

　連結納税制度を適用しております。

２．表示方法の変更

（連結貸借対照表）

　前連結会計年度まで流動負債の「その他」に含めて表示しておりました「リース債務」は、

金額的重要性が増したため、当連結会計年度より区分掲記しております。

　なお、前連結会計年度の「リース債務」は197,173千円であります。

３．連結貸借対照表に関する注記

(1) 担保資産及び担保付債務

　仕入先に対し預金30,000千円・投資有価証券130,230千円を仕入債務267,243千円の担保とし

て差し入れております。

(2) 有形固定資産の減価償却累計額 14,138,163千円

　なお、上記金額には減損損失累計額を含んでおります。

(3) 受取手形割引高 1,531,572千円

    受取手形裏書譲渡高 175,564千円

４．連結株主資本等変動計算書に関する注記

(1) 発行済株式の総数に関する事項

株 式 の 種 類 当連結会計年度期首の株式数 当連結会計年度増加株式数 当連結会計年度減少株式数 当連結会計年度末の株式数

普 通 株 式 20,000千株 －千株 －千株 20,000千株

(2) 自己株式の数に関する事項

株 式 の 種 類 当連結会計年度期首の株式数 当連結会計年度増加株式数 当連結会計年度減少株式数 当連結会計年度末の株式数

普 通 株 式 186千株 0千株 －千株 186千株

※自己株式の増加は、単元未満株式の買取によるものであります。

(3) 剰余金の配当に関する事項

①　配当金支払額等

イ．平成26年６月27日開催の定時株主総会決議による配当に関する事項

・配当金の総額 74,300千円

・１株当たり配当金額 ３円75銭

・基準日 平成26年３月31日

・効力発生日 平成26年６月30日
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ロ．平成26年11月７日開催の取締役会決議による配当に関する事項

・配当金の総額 74,300千円

・１株当たり配当金額 ３円75銭

・基準日 平成26年９月30日

・効力発生日 平成26年12月８日

②　基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生が翌期になるもの

平成27年６月29日開催の定時株主総会において次のとおり付議いたします。

・配当金の総額 74,300千円

・１株当たり配当金額 ３円75銭

・配当の原資 利益剰余金

・基準日 平成27年３月31日

・効力発生日 平成27年６月30日

５.金融商品に関する注記

Ⅰ．金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品に対する取組方針

当社グループは、資金運用については短期的な預金等に限定し、また、資金調達については

銀行借入による方針です。

(2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されています。当該リスクに

関しては、信用リスクの高い顧客に対しては外部信用調査会社の信用調査を利用し、信用状況

を適時に把握する体制としています。

投資有価証券である株式は、市場価格の変動リスクに晒されていますが、主に業務上の関係

を有する企業の株式であり、定期的に時価を把握しております。

営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが１年以内の支払期日です。

借入金のうち、短期借入金は主に営業取引に係る資金調達であり、長期借入金（原則として

５年以内）は主に設備投資に係る資金調達です。

また、営業債務や借入金は、流動性リスクに晒されていますが、当社グループでは、各社が

月次に資金繰計画を作成するなどの方法により管理しています。

外貨建の資産・負債は為替の変動リスクがあるため、為替予約取引等のデリバティブ取引を

利用しております。なお、デリバティブ取引の取引金額・時価評価及び限度額については管理

を行っております。
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Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項

連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりです。なお、時価を

把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含まれていません。

（千円）

連結貸借対照表

計上額
時価 差額

 資産

 (1) 現金及び預金 4,086,278 4,086,278 -

 (2) 受取手形及び売掛金 9,222,605 9,222,605 -

 (3) 投資有価証券

 その他有価証券 2,574,302 2,574,302 -

 負債(※1)

 (1) 支払手形及び買掛金 (4,067,552) (4,067,552) -

 (2) 長期借入金

(1年以内返済予定を含む) (8,174,916) (8,154,369) 20,546

 デリバティブ取引(※２) 5,392 5,392 -
(※1) 負債に計上されているものについては、（ ）で表示しております。

(※2) デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。

(注1) 金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項

現金及び預金、受取手形及び売掛金、支払手形及び買掛金

　短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

投資有価証券

　時価について、株式は取引所の価格によっております。

長期借入金(1年以内返済予定を含む)

　時価については、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いて算定する方法に

よっております。

デリバティブ取引

　時価については取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。

(注2) 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品　非上場株式　138,148千円

　　※市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難なため、投資有価証券には含まれておりません。

６．賃貸等不動産に関する注記

(1) 賃貸等不動産の状況に関する事項

　当社の一部の子会社では、埼玉県その他の地域において、賃貸用不動産(土地を含む)を有し

ております。

(2) 賃貸等不動産の時価に関する事項

連結貸借対照表計上額（千円） 時価（千円）

2,053,868 6,904,760

(注1) 連結貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額を控除した金額であります。

(注2) 当連結会計年度末の時価は、「不動産鑑定評価基準」に基づいて自社で算定した金額（指標等を用いて調整を行

ったものを含む）であります。

７．１株当たり情報に関する注記

(1) １株当たり純資産額 779円03銭

(2) １株当たり当期純利益 57円85銭

８．重要な後発事象に関する注記

　該当事項はありません。

　本連結計算書類中の記載金額は、表示数値未満の端数を切捨てして表示しております。
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貸　借　対　照　表

（平成27年３月31日現在）
 （単位：千円）

資 産 の 部 負 債 の 部

科 目 金 額 科 目 金 額

流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

未 収 入 金

前 払 費 用

そ の 他

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

工具・器具及び備品

無 形 固 定 資 産

そ の 他

投 資 そ の 他 の 資 産

関 係 会 社 株 式

そ の 他

337,230

25,521

303,462

5,422

2,824

5,309,609

122

122

3,545

3,545

5,305,941

5,304,618

1,322

流 動 負 債 971,295

短 期 借 入 金 753,454

未 払 金 25,462

未 払 法 人 税 等 181,867

未 払 消 費 税 等 3,508

未 払 費 用 2,599

賞 与 引 当 金 1,414

そ の 他 2,987

固 定 負 債 8,740

長 期 未 払 金 8,476

繰 延 税 金 負 債 263

負 債 合 計 980,035

純 資 産 の 部

株 主 資 本 4,666,804

資 本 金 500,000

資 本 剰 余 金 3,804,224

資 本 準 備 金 125,000

そ の 他 資 本 剰 余 金 3,679,224

利 益 剰 余 金 402,799

そ の 他 利 益 剰 余 金 402,799

繰 越 利 益 剰 余 金 402,799

自 己 株 式 △40,219

純 資 産 合 計 4,666,804

資 産 合 計 5,646,839 負 債 純 資 産 合 計 5,646,839

－ 26 －

貸借対照表
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損　益　計　算　書

(平成26年４月１日から
平成27年３月31日まで)

（単位：千円）

科 目 金　　額

売 上 高

受 取 配 当 金 167,181

経 営 管 理 料 155,000 322,181

売 上 総 利 益 322,181

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 175,611

営 業 利 益 146,570

営 業 外 収 益

雑 収 入 406

営 業 外 費 用

支 払 利 息 8,996

経 常 利 益 137,981

税 引 前 当 期 純 利 益 137,981

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 △4,996

法 人 税 等 調 整 額 △443 △5,440

当 期 純 利 益 143,421

－ 27 －

損益計算書
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株主資本等変動計算書

(平成26年４月１日から
平成27年３月31日まで)

（単位：千円）

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本
合　　計

資本準備金
そ の 他
資本剰余金

資本剰余金
合 計

そ の 他
利益剰余金

利益剰余金
合 計

繰 越 利 益
剰 余 金

当 期 首 残 高 500,000 125,000 3,679,224 3,804,224 407,978 407,978 △40,218 4,671,983

当 期 変 動 額

剰余金の配当 - - - - △148,600 △148,600 - △148,600

当 期 純 利 益 - - - - 143,421 143,421 - 143,421

自 己 株 式
の 取 得

- - - - - - △0 △0

当期変動額合計 - - - - △5,178 △5,178 △0 △5,179

当 期 末 残 高 500,000 125,000 3,679,224 3,804,224 402,799 402,799 △40,219 4,666,804

純資産合計

当 期 首 残 高 4,671,983

当 期 変 動 額

剰余金の配当 △148,600

当 期 純 利 益 143,421

自 己 株 式
の 取 得

△0

当期変動額合計 △5,179

当 期 末 残 高 4,666,804

－ 28 －

株主資本等変動計算書
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個別注記表

１．重要な会計方針に係る事項

(1) 資産の評価基準及び評価方法

有価証券の評価基準及び評価方法

子会社株式及び関連会社株式　移動平均法による原価法を採用しております。

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産  定率法を採用しております。

無形固定資産  定額法を採用しております。

(3) 引当金の計上基準

賞与引当金

　従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。

退職給付引当金

　退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末の退職給付債務から年

金資産を控除した額を計上しております。

　退職給付引当金及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職

給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。

(4) その他計算書類作成のための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理　税抜方式によっております。

連結納税制度の適用　連結納税制度を適用しております。

２．貸借対照表に関する注記

(1) 有形固定資産の減価償却累計額　　　　　　　　　　 　789千円

(2) 保証債務（子会社の借入金・割引手形に対する債務保証）

㈱川金金融 借入金・割引手形 10,431,551千円

(3) 関係会社に対する金銭債権債務

 短期金銭債権 303,462千円

 短期金銭債務 774,032千円

３．損益計算書に関する注記

関係会社との取引高

営業取引による取引高

  売上高 322,181千円

  販売費及び一般管理費 13,533千円

営業取引以外の取引による取引高 8,996千円

４．株主資本等変動計算書に関する注記

　自己株式の数に関する事項

株式の種類 当事業年度期首の株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末の株式数

普通株式 186千株 0千株 －千株 186千株

　※自己株式の増加は、単元未満株式の買取によるものであります。

－ 29 －

個別注記表
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５．税効果会計に関する注記

　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因は、繰越欠損金、役員退職慰労金の未払の否

認、前払年金費用等であります。なお、評価性引当金は12,498千円であります。

６．関連当事者との取引に関する注記

子会社等

会社等の名称
事 業 の
内 容

議決権等
の 所 有
割合(％)

関連当事者
と の 関 係

取引の内容
取 引 金 額
( 千 円 )

科 目
期 末 残 高
( 千 円 )

㈱川金ビジネス
マネジメント

不動産賃
貸業

事務業務
委託

100.0
経営管理

役員の兼任
経営管理料 80,000 ― ―

㈱川金金融 貸金業 100.0
経営管理

役員の兼任

資金借入
支払利息

―
8,996

短期借入金 753,454

債務保証 10,431,551 ― ―

取引条件及び取引条件の決定方針等

(注)1 経営管理料は当社の運営費相当額を子会社から応分に収受しております。

2 債務保証については、㈱川金金融に対しては金融機関からの借入金・割引手形であります。

3 短期借入金の借入条件については市場金利を勘案し決定しております。

4 資金の貸付条件については市場金利を勘案し決定しております。

5 グループファイナンスの基本契約に基づくCMS（金融子会社がグループ企業の資金調達・運用を代行し、資金の効

率化を目的としたシステム）により資金が日々移動するため、取引高は記載しておりません。

７．１株当たり情報に関する注記

(1) １株当たり純資産額 235円54銭

(2) １株当たり当期純利益 7円24銭

８．重要な後発事象に関する注記

　該当事項はありません。

本計算書類中の記載金額は、表示数値未満の端数を切捨て表示しております。

－ 30 －

個別注記表
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連結計算書類に係る会計監査人の会計監査報告

独立監査人の監査報告書

平成27年５月29日

株式会社川金ホールディングス

取締役会　御中

東陽監査法人

指定社員
業務執行社員

公認会計士 前 原 一 彦 ㊞

指定社員
業務執行社員

公認会計士 澁 江 英 樹 ㊞

　当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、株式会社川金ホールディングスの平
成26年４月１日から平成27年３月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結
貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行
った。

連結計算書類に対する経営者の責任
  経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して
連結計算書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚
偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制
を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任
  当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から連結計算書
類に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認
められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に連結計算書類に
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、こ
れに基づき監査を実施することを求めている。
  監査においては、連結計算書類の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が
実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による連結計算書類の重
要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。監査の目的は、内部統制の有
効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際し
て、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、連結計算書類の作成と適正な表示に関
連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法
並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての連結計算書類の表示を検討
することが含まれる。
  当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい
る。

監査意見
  当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業
会計の基準に準拠して、株式会社川金ホールディングス及び連結子会社からなる企業集団の
当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示
しているものと認める。

利害関係
  会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利
害関係はない。

以　上

－ 31 －

連結計算書類に係る会計監査人の会計監査報告
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計算書類に係る会計監査人の会計監査報告

独立監査人の監査報告書

平成27年５月29日

株式会社川金ホールディングス

取締役会　御中

東陽監査法人

指定社員
業務執行社員

公認会計士 前 原 一 彦 ㊞

指定社員
業務執行社員

公認会計士 澁 江 英 樹 ㊞

　当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、株式会社川金ホールディング
スの平成26年４月１日から平成27年３月31日までの第７期事業年度の計算書類、すなわち、
貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書につ
いて監査を行った。

計算書類等に対する経営者の責任
  経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して
計算書類及びその附属明細書を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬
による重要な虚偽表示のない計算書類及びその附属明細書を作成し適正に表示するために経
営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任
  当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から計算書類及
びその附属明細書に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般
に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に
計算書類及びその附属明細書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得る
ために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
　監査においては、計算書類及びその附属明細書の金額及び開示について監査証拠を入手す
るための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による計
算書類及びその附属明細書の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用され
る。監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査
法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、計算
書類及びその附属明細書の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査に
は、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評
価も含め全体としての計算書類及びその附属明細書の表示を検討することが含まれる。
　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい
る。

監査意見
  当監査法人は、上記の計算書類及びその附属明細書が、我が国において一般に公正妥当と
認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類及びその附属明細書に係る期間の財産
及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係
  会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利
害関係はない。

以　上

－ 32 －

会計監査人の会計監査報告
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連結計算書類に係る監査役会の監査報告

連結計算書類に係る監査報告書

　当監査役会は、平成26年４月１日から平成27年３月31日までの第７期事業年度に係る連結
計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）
に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成し、以
下のとおり報告いたします。

１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容

　監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果
について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報
告を受け、必要に応じて説明を求めました。
　各監査役は、監査役会が定めた監査の方針、職務の分担等に従い、連結計算書類につい
て取締役及び使用人等から報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査
人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するととも
に、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めま
した。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」
（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（平成17年10
月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求
めました。以上の方法に基づき、当該事業年度に係る連結計算書類について検討いたしま
した。

２．監査の結果

　会計監査人東陽監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

平成27年６月１日

株式会社川金ホールディングス　監査役会

常 勤 監 査 役 野 村 敏 夫 ㊞

社 外 監 査 役 田 邉 國 夫 ㊞

社 外 監 査 役 鈴 木 俊 介 ㊞

－ 33 －

連結計算書類に係る監査役会の監査報告
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監査役会の監査報告

監　査　報　告　書

　当監査役会は、平成26年４月１日から平成27年３月31日までの第７期事業年度の取締役の
職務の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を
作成し、以下のとおり報告いたします。
１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容
　監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果
について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報
告を受け、必要に応じて説明を求めました。
　各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等
に従い、取締役、内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査
の環境の整備に努めるとともに、取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人
等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書
類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査いたしました。
また、事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確
保するための体制その他株式会社の業務の適正を確保するために必要なものとして会社法
施行規則第100条第１項及び第３項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び
当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について、取締役及び使用人
等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、
意見を表明いたしました。事業報告に記載されている会社法施行規則第118条第３号イの
基本方針及び同号ロの各取組みについては、取締役会その他における審議の状況等を踏ま
え、その内容について検討を加えました。子会社については、子会社の取締役及び監査役
等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。
以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いた
しました。
　さらに、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視
及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に
応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確
保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理
基準」（平成17年10月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必
要に応じて説明を求めました。以上の方法に基づき、当該事業年度に係る計算書類（貸借
対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書につい
て検討いたしました。

２．監査の結果
(1) 事業報告等の監査結果

一　事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示してい
るものと認めます。

二　取締役の職務の遂行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事
実は認められません。

三　内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該
内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指
摘すべき事項は認められません。

四　事業報告に記載されている会社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方
に関する基本方針については、指摘すべき事項は認められません。事業報告に記載され
ている会社法施行規則第118条第3号ロの各取組みは、当該基本方針に沿ったものであ
り、当社の株主共同の利益を損なうものではなく、かつ、当社の会社役員の地位の維持
を目的とするものではないと認めます。

(2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果
　会計監査人東陽監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

平成27年６月１日

株式会社川金ホールディングス　監査役会

常 勤 監 査 役 野 村 敏 夫 ㊞

社 外 監 査 役 田 邉 國 夫 ㊞

社 外 監 査 役 鈴 木 俊 介 ㊞

以　上
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株主総会参考書類

第１号議案　剰余金処分の件

　  剰余金処分につきましては、以下のとおりといたしたいと存じます。

期末配当に関する事項

　第７期の期末配当につきましては、今後の事業展開等を勘案いたしまして以下のとおりといた

したいと存じます。

①　配当財産の種類

　金銭といたします。

②　配当財産の割当てに関する事項及びその総額

　当社普通株式１株につき普通配当金３円75銭といたしたいと存じます。

　なお、この場合の配当総額は74,300,006円となります。

③　剰余金の配当が効力を生じる日

　平成27年６月30日といたしたいと存じます。

－ 35 －
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第２号議案　定款一部変更の件

　１．変更の理由

　　　　平成27年５月１日施行の「会社法の一部を改正する法律」（平成26年法律第90号）におい

て、業務執行を行わない取締役及び社外監査役でない監査役との間でも責任限定契約を締結

することが可能となったため、適切な人材の招聘を容易にし、期待される役割を十分に発揮

できるように、定款第26条（取締役の責任免除）及び定款第31条（監査役の責任免除）の規

定を新設するとともに、条数の繰り下げを行うものであります。

　　　　なお、第26条（取締役の責任免除）の新設に関しては、各監査役の同意を得ております。

　２．変更の内容

　　　　変更の内容は、別紙のとおりであります。

（下線は変更部分を示します）

　現　　　行　　　定　　　款 　変　　　　　更　　　　　案

第4章　取締役および取締役会
第19条～第25条　（条文省略）

（新設）

第4章　取締役および取締役会
第19条～第25条　（現行どおり）

（取締役の責任免除）
第26条　当会社は、会社法第426条第1項の規定によ

り、取締役会の決議をもって、同法第423
条第1項の取締役（取締役であった者を含
む）の損害賠償責任を、法令の限度におい
て免除することができる。

　　2　 当会社は、会社法第427条第1項の規定によ
り、取締役（業務執行取締役等である者を
除く）との間に、同法第423条第1項の損害
賠償責任を限定する契約を締結すること
ができる。
ただし、当該契約に基づく損害賠償責任の
限度額は、法令が規定する額とする。

第5章　監査役および監査役会
第26条～第29条　（条文省略）

（新設）

第30条～第33条　（条文省略）

第5章　監査役および監査役会
第27条～第30条　（現行どおり）

（監査役の責任免除）
第31条　当会社は、会社法第426条第1項の規定によ

り、取締役会の決議をもって、同法第423
条第1項の監査役（監査役であった者を含
む）の損害賠償責任を、法令の限度におい
て免除することができる。

　　2　 当会社は、会社法第427条第1項の規定によ
り、監査役との間に、同法第423条第1項の
損害賠償責任を限定する契約を締結する
ことができる。
ただし、当該契約に基づく損害賠償責任の
限度額は、法令が規定する額とする。

第32条～第35条　（現行どおり）

－ 36 －
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第３号議案　当社株券等の大量買付行為への対応策（買収防衛策）継続の承認の件

当社は、平成21年５月15日開催の当社取締役会及び平成21年６月26日開催の第１回定時株主

総会において、当社株券等の大量買付行為への対応策を導入することにつき、更に平成24年６

月28日開催の第４回定時株主総会において、同対応策を継続することにつき、ご承認をいただ

いておりますが（以下、直近承認に際して修正を経た対応策を「原プラン」といいます。）、

原プランの有効期間は、平成27年３月期の定時株主総会の終結の時までとされております。

そこで、原プランの有効期間満了に先立ち、当社は、関連法令の改正等の動向及び昨今の買

収防衛策に関する議論の進展等を踏まえて更なる検討を加え、平成27年６月11日開催の当社取

締役会において、平成27年６月29日開催予定の第７回定時株主総会（以下「本定時株主総会」

といいます。）における株主の皆様のご承認を条件に、下記のとおり、まず、原プランを基礎

づけていたところを承継して、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関す

る基本方針（以下「基本方針」といいます。）、及び基本方針の実現に資する特別な取り組み

を定めるとともに、基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定

が支配されることを防止するための取組みを、原プランを内容において変更せず継続導入する

ことに決定いたしましたのでお知らせいたします（この決定にかかる株式の大量買付行為への

対応策（買収防衛策）を、以下「本プラン」といいます。）。

当社は、原プランの構造に実質的な変更を行わず、本プランにより、基本方針に照らして不

適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組み

を継続するものです。

なお、上記を決定した取締役会においては、当社取締役全員が出席し、本プランの継続につ

き、取締役の全員一致で承認可決がなされております。また、当社監査役全員が同取締役会に

出席の上、いずれも本プランの具体的運用が適正に行われることを条件として、本プランの継

続に異議がない旨の意見を述べております。

Ⅰ　当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針

当社は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者は、当社の企業価値の源泉を理解

し、当社の企業価値ひいては当社の株主共同の利益（以下、単に「企業価値・株主共同の利

益」といいます。）を継続的かつ持続的に確保、向上していくことを可能とする者であるべ

きものと考えております。上場会社である当社の株券等は、株主、投資家の皆様による自由

な取引が認められており、当社株券等に対する大量買付行為またはこれに類似する行為があ

った場合においても、一概に否定するものではなく、 終的には株主の皆様の自由な意思に

より判断されるべきであると考えます。

しかしながら、近年の我が国の資本市場においては、対象となる企業の経営陣の賛同を得

ずに、一方的に大量買付行為またはこれに類似する行為を強行する動きも見受けられないわ

けではなく、こうした大量買付行為の中には、その目的等からして企業価値・株主共同の利

益に対する明白な侵害をもたらすもの、株主に株式の売却を事実上強要するおそれがあるも

の、対象会社の取締役会や株主が株券等の大量買付の内容等について検討しあるいは対象会

－ 37 －
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社の取締役会が代替案を提案するための十分な時間や情報を提供しないもの、対象会社が大

量買付者の提示した条件よりも有利な条件をもたらすために大量買付者との協議・交渉を必

要とするもの等、対象会社の企業価値・株主共同の利益の向上、拡大に資さないものも想定

されます。

当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方としては、当社の企業理念、企業

価値のさまざまな源泉、当社を支えるステークホルダーとの信頼関係を十分に理解し、当社

の企業価値・株主共同の利益を中長期的に確保、向上させる者でなければならないと考えて

おります。したがいまして、当社の企業価値・株主共同の利益を毀損するおそれのある不適

切な大量買付行為またはこれに類似する行為を行う者は、当社の財務及び事業の方針の決定

を支配する者として不適切であり、このような者による大量買付行為に対しては、必要かつ

相当な対抗措置を採ることにより、当社の企業価値・株主共同の利益を確保する必要がある

と考えます。

Ⅱ　当社の企業価値の源泉及び基本方針の実現に資する特別な取組み

当社では、当社の企業価値・株主共同の利益の確保、向上によって、株主、投資家の皆様

に長期的に継続して当社に投資していただくため、今般決定しました上記Ⅰの基本方針の実

現に資する特別な取組みとして、以下の施策を実施しております。

この取組みは、下記２の当社の企業価値の源泉を十分に理解した上で策定されており、当

社の企業価値・株主共同の利益を中長期的に向上するべく十分に検討されたものであります。

したがって、上記Ⅰの基本方針に沿うものであり、当社の株主共同の利益を損なうものでは

なく、また、当社役員の地位の維持を目的とするものでもありません。

１．沿革

当グループは、昭和23年、鋳物の街川口を代表する鋳造会社として創業いたしました。

昭和33年には橋梁用支承の本格的な設計製作、昭和36年に電炉鋼ビレットの製造、昭和60

年に異型鋼の圧延加工、平成２年に伸縮装置の製作、平成８年にゴム免震支承、平成16年

に制震ダンパーの設計製作といった各事業を開始し市場に参入いたしました。この間、我

が国の産業の発展に伴い、当社グループ戦略においても事業拡大の必要性が増し、昭和52

年に射出成型機、昭和54年に油圧シリンダー、平成６年に精密鋳造品の各製造会社をグル

ープ内に取り込みました。このように、当社グループは、技術力と現場力を重視したグル

ープ体制を築きあげ、会社の利益向上に努めてまいりましたが、更なる発展のため、平成

20年10月１日に株式会社川金ホールディングスによる持株会社体制に移行いたしました。

更に、平成21年４月１日に子会社を素形材事業・土木建築機材事業・産業機械事業の各事

業分野別に再編しました。

２．企業価値向上への取組み

平成20年に創業60周年を迎えた当社グループは、一貫して「高品位なテクノロジーを提

供し、安全で安心できる快適な生活、社会基盤作りに貢献する」ことを経営理念としてき

ており、当社の免震支承や制震装置によって橋梁などの社会資本や学校、病院、庁舎、ビ
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ルやマンションに至る建築物、ひいては市民の安全を守ることをその使命としております。

鋳造部品、産業機械パーツにおきましても、 終製品の機能を十二分に発揮させ、ユーザ

ーが安心して使える製品提供を目指すものであります。

この企業理念を実現するために、次の３点を経営の基本方針としております。

（１）全社員の能力向上により、社の総合力を高め成長と発展を続ける。

（２）新たな技術へのたゆまぬ挑戦により、顧客のニーズを満たし、”Tomorrow's　　 

Technology,Today.”を実現する。

（３）法令遵守の精神にのっとり、公明正大な企業活動を実践する。

この経営の基本方針にのっとり、当社グループは、世界単位で激変する環境の中にあっ

ても、安定的な収益を確保できうる経営基盤の強化を図るとともに、更なる発展を目指し

ております。また、過大な設備、人的資源の見直しを目的としたグループ全体を見渡した

体制再構築を積極的に推進し、原材料の高騰などの外部要因による影響を内部吸収できる

ような強靭なグループ体制にしてまいります。持株会社制への移行は、このような体制再

構築の一環として、グループ全体の 適化の観点にたった経営資源の再配分やリスク管理、

事業基盤の維持強化を進めることを目的としたものであります。

現在、当社グループは、当社、連結子会社13社により構成され、土木建築用構造機材、

素形材、及び産業機械の３分野を主な事業領域としております。いずれも「高品位部材メ

ーカー」をキーワードに高い技術力と確かな製品力によって、需要家のニーズを満足させ

ることを経営方針としております。

土木建築用構造機材につきましては、橋梁用免震支承のトップシェアを維持しており、

市場のリーダーとして高機能化や低価格化といった課題に取り組んでおります。

素形材につきましては、永年培ってきた技術力と現場力によって、産業機械用部品や自

動車部品などを中心に、新しい材質や形状の鋳造、加工にチャレンジしております。特に

安価な外国製品に対抗できる価格競争力を備えつつ、品質・納期面での優位性を出すこと

によって、差別化を図っております。

産業機械につきましては、高機能が要求されるマーケットにあって、トップメーカーの

地位を確保すべく、国内向け、海外向けともにさまざまなニーズに応えられるような技術

提案力の向上と生産能力の増強に努めております。

このような状況の中で、平成24年度に当社グループは３か年中期経営計画をスタートさ

せております。当中期計画においては、以下の将来像を掲げて業務に取り組んでおり、平

成27年度からの新たな中期計画においても継続してまいります。

（１）時代変化に柔軟な企業集団

（２）顧客志向のエンジニアリングソリューション集団

（３）強固な企業統治体制

以上のとおり、当社グループにおける企業価値の源泉は、各事業分野において永年にわ

たり蓄積してきた「技術力」と「現場力」にあります。それらによって構築された顧客と

の長期的信頼関係、変化する顧客ニーズを満たす新製品開発能力、市場への提案力、品質・
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納期を満たす製品供給力などが当社グループの持続的な企業価値・株主共同の利益の向上、

拡大への取組みの根幹となっております。そして当然ながらにして、これらのような技術

的見地をベースに、さまざまなノウハウを有機的かつ継続的に融合させていくことのでき

る人材が、この取組みに必要不可欠であります。当社グループは、当社グループが関わる

製品や技術情報、市場等についての豊富な経験と知識、すなわち「技術力」と「現場力」

に対する適切な理解なくしては、当社グループの企業価値・株主共同の利益を確保、向上

させるための施策の策定、実行は困難であると考えております。

３．コーポレートガバナンス（企業統治）への取組み

また、当社は、企業価値・株主共同の利益を確保、向上させるためには、経営の効率性、

健全性、透明性を高め、コーポレートガバナンスを充実させることが重要であると考えて

おります。

経営環境の変化に迅速に対応できる機動的な経営体制の確立と取締役の経営責任を明確

にするために、取締役全員の任期を１年としております。また、監査役会は、社外監査役

２名を含む３名で構成され、監査役は、取締役会に出席するほか、各種会議等に参加し、

積極的に意見を述べており、十分な経営チェックが可能な体制となっております。

内部監査については、業務執行機関と独立した部門として、監査室を設置しております。

内部統制システムの構築とグループ内浸透を推し進めております。

また、株主の皆様、取引先、従業員、地域社会等のステークホルダーからの信頼を一層

高めるため、安全・環境・品質の確保、社会貢献活動、法令遵守の徹底等のCSR活動の更な

る充実に努めております。

Ⅲ　基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されるこ

とを防止するための取組み

１．企業価値・株主共同の利益の確保、向上

（１）企業価値・株主共同の利益の確保、向上に反する株券等の大量買付行為の存在

以上のとおり、当社においては、企業価値・株主共同の利益の確保、向上に全力で取

り組む所存ですが、近年の資本市場においては、株主の皆様に十分な検討時間を与えず、

また対象となる会社の経営陣との十分な協議や合意などのプロセスを経ることなく、突

如として株券等の大量買付行為を強行するといった動きも見受けられないわけではあり

ません。

もとより株券等の大量買付行為は、たとえそれが対象である会社の取締役会の賛同を

得ないものであっても、当該会社の資産の効率的な運用につながり、企業価値・株主共

同の利益の確保、向上をもたらすものであれば、何ら否定されるべきものではないと考

えます。

しかし、このような大量買付行為の中には真に会社経営に参加する意思がないにもか

かわらず、専ら当該会社の株価を上昇させて当該株券等を高値で会社関係者等に引き取

らせる目的で行うものなど、企業価値・株主共同の利益を著しく損なうことが明白ない
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わゆる「濫用的買収」が存在する可能性があることは否定できません。

また、当社は、前述のとおり、長年築いてきたお客様との信頼関係を維持・発展させ

ていくことをはじめ、さまざまなステークホルダーとの良好な関係を継続することが、

当社の中長期的な企業価値を向上させ、株主の皆様の利益につながるものであることを

確信しております。当社株券等の大量買付者（下記２.(３)①で定義されます。）がこれ

らのことを十分理解し、中長期的にこれらを確保、向上させるのでなければ、当社の企

業価値・株主共同の利益は毀損されることになります。

（２）本プラン継続の必要性

当社の株券等は、上場株式として、原則的に自由に譲渡でき、株式市場を通じて多数

の投資家の皆様に自由に取引いただいています。したがって、当社株券等の大量買付行

為に関する提案に応じるか否かは、 終的には株主の皆様の判断に委ねられるべきもの

であります。

当社としては、上記(１)のような状況下で大量買付行為が行われた場合、当該大量買

付行為が当社の企業価値・株主共同の利益に資するものであるか否かを株主の皆様に適

切に判断していただき、提案に応じることの是非を十分に決定していただくためには、

大量買付者及び当社取締役会の双方から適切かつ十分な情報が提供され、検討のための

十分な期間が確保されることが不可欠であると考えます。また、当社は、当社の企業価

値・株主共同の利益の確保または向上の観点から大量買付行為の条件・方法を変更・改

善させる必要があると判断する場合には、大量買付行為の条件・方法について、大量買

付者と交渉するとともに、代替案の提案等を行う必要もあると考えており、そのために

必要な時間も十分に確保されるべきであります。

当社は、このような考え方に立ち、以下のとおり本プランを継続導入することといた

しました。大量買付者に対し、本プランの遵守を求めるとともに、大量買付者が本プラ

ンを遵守しない場合、並びに大量買付行為が当社の企業価値・株主共同の利益を著しく

害すると判断される場合の対抗措置を定めています。

なお、現時点において、当社が大量買付行為に関する提案を受けている事実はありま

せん。また、平成27年３月31日現在の当社の大株主の状況は、別添のとおりとなってお

ります。

２．本プランの内容

（１）本プランの概要

本プランは、大量買付者が大量買付行為を行うにあたり、所定の手続に従うことを要

請するとともに、かかる手続に従わない大量買付行為がなされる場合や、かかる手続に

従った場合であっても当該大量買付行為が当社の企業価値・株主共同の利益を著しく害

するものであると判断される場合には、かかる大量買付行為に対する対抗措置として、

原則として新株予約権を株主の皆様に無償で割り当てるものです。また、会社法その他

の法律及び当社の定款上認められるその他の対抗措置を発動することが適切と判断され

た場合には当該その他の対抗措置が用いられることもあります。

－ 41 －

買収防衛策議案



2015/06/01 16:34:10 / 14065337_株式会社川金ホールディングス_招集通知

本プランに従って割り当てられる新株予約権（以下「本新株予約権」といいます。）

には、①大量買付者及びその関係者による行使を禁止する行使条件や、②当社が本新株

予約権の取得と引換えに大量買付者及びその関係者以外の株主の皆様に当社株式を交付

する取得条項等を付すことが予定されております。

本新株予約権の無償割当てが実施された場合、かかる行使条件や取得条項により、当

該大量買付者及びその関係者の有する議決権の当社の総議決権に占める割合は、大幅に

希釈化される可能性があります。

なお、本プランに従って対抗措置を機動的に実施するため、新株予約権の発行登録を

行うことがあります。

（２）本プランの継続手続―定時株主総会における承認

本プランの継続は、当社定款第18条の規定に基づき、本定時株主総会における決議に

より、株主の皆様に本プランをご承認いただくことを条件とします。

（３）本プランの発動に係る手続

①対象となる大量買付行為

本プランの対象となる行為は、当社株券等の一定数以上の買付けその他の有償の譲受

けの結果、

ⅰ. 当社の株券等1の保有者2が保有3する当社の株券等に係る株券等保有割合4の合計

ⅱ. 当社の株券等5の公開買付者6が所有7しまたは所有することとなる当社の株券等及

び当該公開買付者の特別関係者8が所有する当社の株券等に係る株券等所有割合9

の合計

のいずれかが20％以上となる者（以下「特定株式保有者」といいます。）による当社株

券等の買付けその他の有償の譲受けまたはその提案とします（ただし、当社取締役会が

あらかじめ承認したものを除きます。このような買付け等を以下「大量買付行為」とい

い、大量買付行為を行いまたは行おうとする者を以下「大量買付者」といいます。）。

（注の説明）

1. 金融商品取引法第27条の23第１項に規定する株券等をいいます。

2. 金融商品取引法第27条の23第３項に基づき保有者とみなされる者を含むものとし

ます。

3. 金融商品取引法第27条の23第４項に規定する保有をいいます。

4. 金融商品取引法第27条の23第４項に規定する株券等保有割合をいいます。

5. 金融商品取引法第27条の２第１項に規定する株券等をいいます。

6. 金融商品取引法第27条の３第２項に規定する公開買付者をいいます。

7. 金融商品取引法第27条の２第１項第１号に規定する所有をいいます。

8. 金融商品取引法第27条の２第７項に規定する特別関係者をいいます。ただし、同項

第１号に掲げる者については、発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に

関する内閣府令第３条第２項で定める者を除きます。

9. 金融商品取引法第27条の２第８項に規定する株券等所有割合をいいます。
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②本プランの公表及び大量買付者に対する情報提供の要求

当社は、本プランについて株式会社東京証券取引所の定める諸規則に基づき適時開示

を行うとともに、当社のホームページに本プランを掲載いたします。

大量買付者には、当社取締役会が別段の定めをした場合を除き、大量買付行為の実行

に先立ち、当社取締役会に対して、大量買付行為の内容の検討に必要な以下の各号に定

める情報（以下「本必要情報」といいます。）を日本語で記載した、本プランに定める

手続を遵守する旨の法的拘束力のある誓約文言等を含む意向表明書（大量買付者の代表

者による署名または記名捺印があるものとし、また、条件または留保等は付されてはな

らないものとします。）を含む買付提案書を提出していただきます。なお、買付提案書

には、大量買付者の履歴事項証明書（もしくはこれに相当する外国官署の証明書）、定

款の写しその他の大量買付者の存在を証明する書類を添付していただきます。

当社取締役会は、上記買付提案書を受領した場合、速やかにこれを独立委員会に提供

するものとします。買付提案書の添付書類に不足があるときは追完を求めます。また、

大量買付者から提供を受けた情報では、当該大量買付行為の内容及び態様等に照らして、

買収の是非に関する株主の皆様の適切なご判断及び当社取締役会の評価・検討等のため

に不十分であると当社取締役会及び独立委員会が合理的に判断する場合には、当社取締

役会及び独立委員会が別途要求する追加の情報を大量買付者から提供していただきます

（以下、「追加情報」といいます。ただし、当社取締役会は、大量買付者の属性、大量

買付者が提案する大量買付行為の内容、本必要情報の内容及び性質等に鑑み、株主の皆

様が買収の是非を適切に判断するために必要な水準を超える追加情報提供の要求までは

行わないこととします。）。当社取締役会による追完の要求、あるいは追加情報提供の

要求は、上記買付提案書受領後10日以内（追加情報提供の要求に応じた追加情報提供が

あったときの更なる追加情報の提供要求は、その受領後10日以内）に行うこととします。

（本必要情報）

ⅰ. 大量買付者及びそのグループ（共同保有者、特別関係者及び（ファンドの場合は）

組合員その他の構成員を含みます。）の詳細（具体的名称、資本構成、業務内容、

財務内容、及び当社の事業と同種の事業についての経験等に関する情報等を含み

ます。）

ⅱ. 大量買付者及びそのグループが現に保有・所有する当社の株券等の数、並びに買

付提案書提出日前60日間における大量買付者の当社の株券等の取引状況

ⅲ. 大量買付行為の目的（支配権取得もしくは経営参加、純投資もしくは政策投資、

大量買付行為の後における当社の株券等の第三者への譲渡等、または重要提案行

為等（金融商品取引法第27条の26第１項、同法施行令第14条の８の２第１項に規

定する重要提案行為等を意味します。）を行うことその他の目的がある場合には、

その旨及び概要を含みます。なお、目的が複数ある場合にはその全てを記載して

いただきます。）、及びその方法及び内容（大量買付行為により取得を予定する

当社の株券等の種類及び数、大量買付行為の対価の額及び種類、大量買付行為の

時期、関連する取引の仕組み、大量買付行為の方法の適法性並びに大量買付行為

の実行の可能性等を含みます。）
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ⅳ. 大量買付行為の価格の算定根拠（算定の前提となる事実及び仮定、算定方法、算

定に用いた数値情報並びに大量買付行為に係る一連の取引により生じることが予

想されるシナジーの額及びその算定根拠等を含みます。）

ⅴ. 大量買付行為の資金の裏付け（資金の提供者（実質的な提供者を含みます。）の

具体的名称、調達方法、関連する取引の内容等を含みます。）

ⅵ. 大量買付行為の後の当社グループの経営方針、経営者候補（当社及び当社グルー

プの事業と同種の事業についての経験等に関する情報を含みます。）、事業計画、

財務計画、資本政策、配当政策及び資産活用策（ただし、大量買付者による買収

提案が、少数株主が残存しない100％の現金買収の場合、本号の情報の提供につい

ては概略のみで足りることとします。）

ⅶ. 大量買付行為の後の当社グループの従業員、取引先、顧客その他の当社グループ

に係る利害関係者の処遇方針

ⅷ. 大量買付行為のために投下した資本の回収方針

ⅸ. その他当社取締役会及び独立委員会が合理的に必要と判断する情報

なお、大量買付者が出現したことを当社取締役会が認識した場合はその事実を、ま

た、買付提案書または追加情報を受領した場合はその受領の事実を、直ちに株主の皆

様に開示いたします。大量買付行為があった事実及び大量買付者から当社取締役会に

提供された情報の内容等については、株主の皆様の判断に必要であると当社取締役会

が判断する時点で、その全部または一部につき株主の皆様に情報開示を行います。

③当社取締役会の検討手続

当社取締役会は、大量買付者から提出された買付提案書（同添付書類を含む）に記載

される内容につき、買収の是非に関する株主の皆様の適切なご判断及び当社取締役会の

評価・検討等のために必要な水準を満たすものであると判断した場合（大量買付者によ

る情報提供が不十分であるとして当社取締役会が追加的に提出を求めた追加情報が提出

された結果、当社取締役会が買付提案書と併せて本必要情報として十分な情報を受領し

たと判断した場合を含みます。）、その旨並びに下記記載の取締役会評価期間の始期及

び終期を、直ちに大量買付者及び独立委員会に通知し、株主の皆様に対する情報開示を

法令及び株式会社東京証券取引所の定める諸規則に従って適時かつ適切に行います。当

社取締役会は、大量買付者に対する当該通知の発送日の翌日から60日以内（以下「取締

役会評価期間」といいます。）に、必要に応じて当社から独立した地位にある投資銀行、

証券会社、フィナンシャル・アドバイザー、弁護士、公認会計士等の第三者の助言を得

ながら、提供された本必要情報を十分に評価・検討し、下記④に定める独立委員会によ

る勧告を 大限尊重した上で、大量買付行為に関する当社取締役会としての意見を十分

検討してとりまとめ、大量買付者に通知するとともに、適時かつ適切に株主の皆様に公

表いたします。また、必要に応じて、大量買付者との間で大量買付行為に関する条件・

方法について交渉し、更に、当社取締役会として、株主の皆様に代替案を提示すること

もあります。
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大量買付者は、この取締役会評価期間の経過後においてのみ、大量買付行為を開始す

ることができるものとします。ただし、下記⑦に定める不実施決定通知を受領した場合

は、同通知を受領した翌営業日から、大量買付行為を行うことが可能となります。

④独立委員会の設置

本プランに定めるルールに従って一連の手続が遂行されたか否か、並びに、本プラン

に定めるルールが遵守された場合に当社の企業価値・株主共同の利益を確保しまたは向

上させるために必要かつ相当と考えられる一定の対抗措置を講じるか否かについては、

当社取締役会が 終的な判断を行いますが、その判断の合理性及び公正性を担保するた

めに、当社は、当社取締役会から独立した組織として、独立委員会を設置することとし

ます。独立委員会は、３名以上５名以下の委員により構成され、委員は、社外取締役、

社外監査役、弁護士、税理士、公認会計士、学識経験者、投資銀行業務に精通している

者及び他社の取締役または執行役として経験のある社外者等の中から当社取締役会が選

任するものとします。本プラン継続時の独立委員会の委員には、浜田卓二郎氏、髙橋修

平氏及び田邉國夫氏の合計３名が就任する予定です。なお、各委員の略歴は、別紙１｢独

立委員会委員の氏名及び略歴｣に記載のとおりであり、独立委員会規則の概要は、別紙２

「独立委員会規則の概要」に記載のとおりです。また、独立委員会の判断の概要につい

ては、適宜株主の皆様に情報開示を行います。

⑤対抗措置の発動の手続

当社取締役会が対抗措置の発動を判断するにあたっては、その判断の合理性及び公正

性を担保するために、以下の手続を経ることとします。

まず、当社取締役会は、対抗措置の発動に先立ち、独立委員会に対して対抗措置の発

動の是非について諮問し、独立委員会は、この諮問に基づき、必要に応じて当社から独

立した地位にある投資銀行、証券会社、フィナンシャル・アドバイザー、弁護士、公認

会計士等の第三者（当社が費用を負担することとします。）の助言を得た上で、当社取

締役会に対して対抗措置の発動の是非について勧告を行います。当社取締役会は、対抗

措置を発動するか否かの判断に際して、独立委員会による勧告を 大限尊重するものと

いたします。

また、当社取締役会が対抗措置を発動するに際しては、社外監査役全員を含む当社監

査役全員の賛成を得た上で、当社取締役全員の一致により発動の決議をすることといた

します。当社取締役会は、当該決議を行った場合、当該決議の概要その他当社取締役会

が適切と判断する事項について、速やかに株主の皆様に情報開示を行います。

なお、当社取締役会は、独立委員会に対する上記諮問に加え、大量買付者の提供する

本必要情報に基づき、必要に応じて外部専門家等の助言を得ながら、当該大量買付者及

び当該大量買付行為の具体的内容並びに当該大量買付行為が当社の企業価値・株主共同

の利益に与える影響等を評価・検討等した上で、対抗措置の発動の是非を判断するもの

とします。

⑥対抗措置の発動の条件

ⅰ. 大量買付者が本プランに定める手続に従わずに大量買付行為を行いまたは行おうと

する場合
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当社取締役会は、大量買付者が本プランに定める手続に従わずに大量買付行為を行い

または行おうとする場合、大量買付行為の具体的な条件・方法等の如何を問わず、当

該大量買付行為が当社の企業価値・株主共同の利益を著しく害するものであるとみな

し、独立委員会による勧告を 大限尊重した上で、当社の企業価値・株主共同の利益

を確保しまたは向上させるために必要かつ相当な対抗措置を講じることといたします。

ⅱ. 大量買付者が本プランに定める手続に従って大量買付行為を行いまたは行おうとす

る場合

大量買付者が本プランに定める手続に従って大量買付行為を行いまたは行おうとする

場合には、当社取締役会が仮に当該大量買付行為に反対であり、反対意見の表明、代

替案の提示、株主の皆様への説明等を行う場合であっても、直ちに、当該大量買付行

為に対する対抗措置は講じるものではありません。大量買付者の提案に応じるか否か

は、株主の皆様において、当該大量買付行為に関する本必要情報及びそれに対する当

社取締役会の意見、代替案等をご考慮の上、ご判断いただくこととなります。

ただし、大量買付者が本プランに定める手続に従って大量買付行為を行いまたは行お

うとする場合であっても、当社取締役会が、大量買付者の大量買付行為の内容を検討

し、大量買付者との協議、交渉等を行った結果、当該大量買付者の買付提案に基づく

大量買付行為が、当社の企業価値・株主共同の利益を著しく害するものであると認め

た場合には、取締役会評価期間の開始または終了にかかわらず、当社取締役会は、独

立委員会による勧告を 大限尊重した上で、当社の企業価値・株主共同の利益を確保

しまたは向上させるために、必要かつ相当な対抗措置を講じることがあります。具体

的には、以下に掲げるいずれかの類型に該当すると判断される場合には、原則として、

当該買付提案に基づく大量買付行為は当社の企業価値・株主共同の利益を著しく害す

るものに該当すると考えます。

(ⅰ) 高値買取要求を狙う買収である場合

(ⅱ) 重要な資産・技術情報等を廉価に取得する等、会社の犠牲の下に大量買付者の利

益実現を狙う買収である場合

(ⅲ) 会社資産を債務の担保や弁済原資として流用することにより、当社の企業価値・

株主共同の利益に対する明白な侵害をもたらすような買収である場合

(ⅳ) 会社の高額資産を処分させ、その処分利益で一時的高配当をさせるか、一時的高

配当による株価急上昇の機会を狙って高値で売り抜けることにより、当社の企業価

値・株主共同の利益に対する明白な侵害をもたらすような買収である場合

(ⅴ) 当社の株券等の買付条件が、当社の企業価値に照らして著しく不十分または不適

切な買収である場合

(ⅵ) 初の買付けで全株券等の買付けの申込みを勧誘することなく、二段階目の買付

条件を不利に設定し、あるいは明確にしないで、公開買付けを行うなど、株主に株

券等の売却を事実上強要するおそれがある買収である場合
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(ⅶ) 大量買付者が支配権を取得する場合の当社の企業価値が、中長期的な将来の企業

価値との比較において、当該大量買付者が支配権を取得しない場合の当社の企業価

値に比べ、著しく劣後する場合

(ⅷ) 大量買付者が公序良俗の観点から当社の支配株主として著しく不適切である場

合

(ⅸ) 前各号のほか、以下のいずれも満たす買収である場合

a． 当社の企業価値・株主共同の利益を著しく害するおそれがあることが客観的

かつ合理的に推認される場合

b． 当該時点で対抗措置を発動しない場合には、当社の企業価値・株主共同の利

益が著しく害されることを回避することができないかまたは回避すること

ができないおそれがある場合

⑦当社取締役会による対抗措置の実施・不実施に関する決定

当社取締役会は、上記⑥ⅰまたはⅱのいずれの場合も、独立委員会の勧告を 大限尊

重した上で、対抗措置の実施または不実施に関する決定を行います。

当社取締役会は、対抗措置の実施または不実施の決定を行った場合、直ちに当該決定

の概要その他当社取締役会が適切と認める事項を大量買付者に通知し、株主の皆様に対

する情報開示を行います（以下、この決定のうち、不実施の決定がなされたときの通知

を「不実施決定通知」といいます。）。大量買付者は、取締役会評価期間経過後または

当社取締役会から不実施決定通知を受領した日の翌営業日から、大量買付行為を行うこ

とが可能となります。

⑧当社取締役会による再検討

当社取締役会は、一旦対抗措置を実施すべきか否かについて決定した後であっても、

大量買付者が大量買付行為に係る条件を変更した場合や大量買付行為を中止した場合な

ど、当該決定の前提となった事実関係等に変動が生じた場合には、改めて独立委員会に

諮問した上で再度審議を行い、独立委員会の勧告を 大限尊重して、対抗措置の実施ま

たは中止に関する決定を行うことができます。

当社取締役会は、かかる決定を行った場合、直ちに当該決定の概要その他当社取締役

会が適切と認める事項を大量買付者に通知し、株主の皆様に対する情報開示を行います。

（４）対抗措置の概要

当社取締役会は、本プランにおける対抗措置として、原則として、別紙３「新株予約

権の要項」に従った本新株予約権の無償割当てを行います。本新株予約権は、本新株予

約権の無償割当てを決議する当社取締役会において定める一定の日（以下「割当期日」

といいます。）における、 終の株主名簿に記載または記録された株主（ただし、当社

を除きます。）に対し、その保有株式１株につき新株予約権１個以上で当社取締役会が

定める数の割合で割り当てられます。

本新株予約権１個の行使に際して出資される財産（金銭とします。）の価額（以下「行

使価額」といいます。）は１円であり、本新株予約権１個の行使により、本新株予約権

に係る新株予約権者（以下「本新株予約権者」といいます。）に対して当社普通株式１
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株が交付されます。

ただし、特定株式保有者（Ⅲ２.(３)①に定義する者をいいます。）、その共同保有者

（金融商品取引法第27条の23第５項に規定する共同保有者をいい、同条第６項に基づき

共同保有者とみなされる者を含みます。）、もしくはその特別関係者（金融商品取引法

第27条の２第７項に規定する特別関係者をいいます。）またはこれらの者が実質的に支

配し、これらの者に実質的に支配されもしくはこれらの者が共同して支配し、これらの

者と共同して行動する者と当社取締役会が判断した者（以下「非適格者」といいます。

ただし、その者が当社の株券等を取得または保有することが当社の企業価値・株主共同

の利益を害しないと当社取締役会が認めた者は、これに該当しないこととします。）は、

本新株予約権を原則として行使することができないものとします。

また、当社は、本新株予約権の行使による場合のほか、本新株予約権に付された取得

条項に基づき、一定の条件の下で非適格者以外の本新株予約権者から、当社普通株式と

引換えに本新株予約権のうち、当社取締役会が定める日の前日までに未行使のもの全て

を取得することができます。また、当社は、かかる取得がなされた日以降に、本新株予

約権を有する者のうち、非適格者以外の者が存在すると当社取締役会が認める場合には、

上記取得がなされた日より後の当社取締役会が定める日の到来をもって、当社普通株式

と引換えに、当該者が有する本新株予約権のうち、当社取締役会が定める日の前日まで

に未行使のもの全てを取得することができます。なお、当社は一定の条件の下で本新株

予約権全部を無償で取得することも可能です。

更に、本新株予約権を譲渡により取得するには、当社取締役会の承認が必要です。

上記(1)記載のとおり、本新株予約権の無償割当てのほか、会社法その他の法令及び当

社の定款上認められるその他の対抗措置を発動することが適切と判断された場合には当

該その他の対抗措置が用いられることがあります。

当社取締役会は、本プランにおける対抗措置を実施した場合、当社取締役会が適切と

認める事項について、適時に株主の皆様に対する情報開示を行います。

（５）本プランの有効期間、廃止及び変更

本プランの有効期間は、本定時株主総会の終結の時から平成30年６月開催予定の平成

30年３月期に関する定時株主総会の終結の時までとします。ただし、本プランは、有効

期間の満了前であっても、①当社の株主総会において本プランを廃止する旨の決議が行

われた場合または②当社取締役会において本プランを廃止する旨の決議が行われた場合

には、その時点で廃止されるものとします。

また、当社取締役会は、本プランの有効期間中であっても、本定時株主総会の決議に

よる委任の範囲内において、必要に応じて独立委員会の意見を得た上で、本プランの技

術的な修正または変更を行う場合があります。

なお、本プランは平成27年６月11日現在施行されている法令の規定を前提としており

ますので、同日以後、法令の新設または改廃等により本プランの規定に修正を加える必

要が生じた場合には、当該法令の趣旨に従い、かつ、本プランの基本的考え方に反しな

い範囲で、適宜本プランの文言を読み替えることとします。
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本プランが廃止、修正または変更された場合には、当該廃止、修正または変更の事実

その他当社取締役会が適切と認める事項について、速やかに公表いたします。

また、平成30年３月期に関する定時株主総会の終結の時以降における本プランの内容

につきましては、必要な見直しを行った上で、本プランの継続、または新たな内容のプ

ランの導入等に関して株主の皆様のご意思を確認させていただく予定です。

３．株主及び投資家の皆様への影響

（１）本プランの継続時に株主及び投資家の皆様に与える影響

本プランの継続時点においては、対抗措置自体（発動）はなされておりませんので、

株主及び投資家の皆様の法的権利または経済的利益に直接具体的な影響が生じることは

ありません。

（２）本新株予約権の無償割当ての実施により株主及び投資家の皆様に与える影響

本新株予約権は、割当期日における 終の株主名簿に記載または記録された株主の皆

様に対し、その保有する株式１株につき１個以上で当社取締役会が定める数の割合によ

り無償で割り当てられますので、割当実施時点で、株主の皆様が保有する株式全体の価

値に関して希釈化は生じません。なお、本新株予約権の無償割当てを受けるべき株主が

確定した後において、当社が、本新株予約権の無償割当てを中止しまたは無償割当てさ

れた本新株予約権を無償で取得する場合には、１株あたりの株式の価値の希釈化は生じ

ませんので１株あたりの株式の価値の希釈化が生じることを前提にして売買を行った投

資家の皆様は、株価の変動により相応の損害を被る可能性があります。

（３）本新株予約権の無償割当ての実施後における本新株予約権の行使・不行使または取得

等に際して株主及び投資家の皆様に与える影響

本新株予約権の行使期間中に本新株予約権の行使を行なう場合には、株主の皆様が保

有する株式全体の価値に関して希釈化は生じません。これに対して、株主の皆様が、本

新株予約権の行使期間中に本新株予約権の行使を行わない場合には、他の株主の皆様に

よる本新株予約権の行使により、その保有する株式の価値が希釈化することになります。

ただし、当社は、当社取締役会の決定により、下記(４)②に記載の手続により、本新株

予約権の要項に従い行使が禁じられていない株主の皆様から本新株予約権を取得し、そ

れと引換えに当社普通株式を交付することがあります。当社がかかる取得の手続を行っ

た場合、本新株予約権の要項に従い行使が禁じられていない株主の皆様は、本新株予約

権の行使及び行使価額相当の金銭の払込みをせずに、当社株式を受領することとなり、

その保有する株式１株あたりの価値の希釈化は生じますが、保有する株式全体の価値の

希釈化は生じません。

本新株予約権の行使または取得に関しては、上記２(４)のとおり、差別的条件が付さ

れることが予定されているため、当該行使または取得に際して、非適格者の法的権利ま

たは経済的利益に希釈化が生じることが想定されます。この場合であっても、非適格者

以外の株主及び投資家の皆様の有する当社の株式に係る法的権利及び経済的利益に対し

て直接具体的な影響を与えることは想定しておりません。
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また、本新株予約権自体の譲渡は制限されているため、割当期日以降、本新株予約権

の行使または本新株予約権の当社による取得の結果株主の皆様に株式が交付される場合

には、株主の皆様の振替口座に当該株式の記録が行われるまでの期間、株主の皆様が保

有する当社株式の価値のうち本新株予約権に帰属する部分については、譲渡による投下

資本の回収はその限りで制約を受ける可能性がある点にご留意ください。

（４）本新株予約権の無償割当てに伴って株主の皆様において必要となる手続等

①本新株予約権の行使の手続

当社は、割当期日における 終の株主名簿に記載または記録された株主の皆様に対し、

原則として、本新株予約権の行使請求書（行使に係る本新株予約権の内容及び数、本新

株予約権を行使する日、当社株式の記録を行うための振替口座等の必要事項並びに株主

ご自身が本新株予約権の行使条件を充足すること等についての表明保証条項、補償条項

その他の誓約文言を含む当社所定の書式によるものとします。）その他本新株予約権の

行使に必要な書類を送付いたします。本新株予約権の無償割当て後、株主の皆様が行使

期間中にこれらの必要書類を提出した上、本新株予約権１個あたり１円を払込取扱場所

に払い込むことにより、１個の本新株予約権につき１株（対象株式数の調整があった場

合には、調整後の株数）の当社普通株式が交付されることになります。なお、株主の皆

様が本新株予約権を行使する際には、証券口座等の振替をしていただく必要があります。

②当社による本新株予約権の取得の手続

当社は、当社取締役会が本新株予約権を取得する旨の決定をした場合、法定の手続に

従い、取得条項が複数ある場合には、それぞれ取得条項毎に、取締役会の決議を行い、

かつ、新株予約権者の皆様に対する公告を実施した上で、本新株予約権を取得します。

また、本新株予約権の取得と引換えに当社普通株式を株主の皆様に交付することとした

場合には、速やかにこれを交付いたします。なお、この場合、かかる株主の皆様には、

別途、ご自身が非適格者でないこと等についての表明保証条項、補償条項その他の誓約

文言を含む当社所定の書式による書面をご提出いただくことがあります。

上記のほか、割当て方法、行使の方法及び当社による本新株予約権の取得の方法の詳

細につきましては、本新株予約権の無償割当ての実施が決定された後、株主の皆様に対

して公表または通知いたしますので、当該内容をご確認ください。

Ⅳ　本プランの合理性（本プランが基本方針に沿い、当社株主の共同の利益を損なうものでは

なく、当社役員の地位の維持を目的とするものではないこと及びその理由）

本プランは、以下の理由により、上記Ⅰの基本方針に沿うものであり、当社株主の共同の

利益を損なうものではなく、また当社役員の地位の維持を目的とするものでもないと考えて

おります。

１．買収防衛策に関する指針の要件等を充足していると考えられること

本プランは、経済産業省及び法務省が平成17年５月27日に発表した「企業価値・株主共同

の利益の確保または向上のための買収防衛策に関する指針」の定める三原則（「企業価値・
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株主共同の利益の確保・向上の原則」、「事前開示・株主意思の原則」、「必要性・相当性

確保の原則」）を充足しており、また、株式会社東京証券取引所の定める買収防衛策の導入

に係る諸規則の趣旨に合致したものと考えます。なお、本プランは、平成20年６月30日に公

表された、経済産業省の企業価値研究会の報告書「近時の諸環境の変化を踏まえた買収防衛

策の在り方」の内容も勘案しております。

２．企業価値・株主共同の利益の確保または向上を目的として継続されていること

本プランは、上記Ⅲに記載のとおり、当社株券等に対する大量買付行為がなされた際に、

当該大量買付行為に応じるべきか否かを株主の皆様が判断し、また当社取締役会が株主の皆

様のために代替案を提示し、大量買付者と交渉を行うこと等を可能とするために必要な情報

や時間を確保することにより、当社の企業価値・株主共同の利益を確保または向上すること

を目的として継続されるものです。

３．株主意思を重視するものであること

本プランは、継続にあたり株主の皆様の意思を適切に反映させる機会を確保するため、本

定時株主総会において株主の皆様にご承認いただくことを条件として継続されます。上記

Ⅲ２.(２)に記載のとおり、本定時株主総会において本プランを承認する議案をお諮りし、

かかる議案が承認されない場合、本プランは継続されません。更に、本プランの有効期間の

満了前であっても、株主総会において本プランを廃止する旨の決議が行われた場合には、本

プランは当該決議に従い廃止されることとなり、その意味で、本プランの継続だけでなく存

続についても、株主の皆様のご意向が反映されることとなっております。

また、本プランは、本プランに基づく対抗措置の実施または不実施の判断を株主の皆様が

取締役会に委ねる前提として、当該対抗措置の発動条件を個別の場合に応じて具体的に設定

し、株主の皆様にお示しするものです。したがって、当該発動条件に従った対抗措置の実施

は、株主の皆様のご意向が反映されたものとなります。

４．独立性の高い社外者の判断の重視

当社は、上記Ⅲ２.(３)④に記載のとおり、本プランの導入にあたり、当社取締役会の判

断の合理性及び公正性を担保するために、取締役会から独立した機関として、独立性の高い

社外者からなる独立委員会を設置します。

このように、当社取締役会が独立委員会の勧告を 大限尊重した上で決定を行うことによ

り、当社取締役会が恣意的に本プランに基づく対抗措置の発動を行うことを防ぐとともに、

同委員会の判断の概要については、適宜株主の皆様に情報開示を行うこととされており、当

社の企業価値・株主共同の利益に適うように本プランの運営が行われる仕組みが確保されて

おります。

５．合理的な客観的要件の設定

本プランは、上記Ⅲ２.(３)に記載のとおり、あらかじめ定められた合理的な客観的要件

が充足されなければ発動されないように設定されており、当社取締役会による恣意的な発動
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を防止するための仕組みを確保しております。

６．独立した地位にある第三者の助言の取得

本プランは、上記Ⅲ２.(３)③及びⅢ２.(３)⑤に記載のとおり、大量買付者が出現した場

合、取締役会及び独立委員会が、当社の費用で、当社から独立した地位にある投資銀行、証

券会社、フィナンシャル・アドバイザー、弁護士、公認会計士等の第三者の助言を得ること

ができることとされています。これにより、取締役会及び独立委員会による判断の公正性及

び合理性がより強く担保される仕組みが確保されています。

７．デッドハンド型やスローハンド型の買収防衛策ではないこと

本プランは、上記Ⅲ２.(５)に記載のとおり、当社の株主総会で選任された取締役で構成

される取締役会の決議によりいつでも廃止できることとされており、取締役会の構成員の過

半数を交代させてもなお廃止または発動を阻止できない、いわゆるデッドハンド型買収防衛

策ではありません。また、当社においては取締役の期差任期制は採用されていないため、本

プランは、取締役会の構成員の交代を一度に行うことができないため発動を阻止するのに時

間を要する、いわゆるスローハンド型買収防衛策でもありません。
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（別紙１）

独立委員会委員の氏名及び略歴

本プラン継続時の独立委員会の委員は、以下の３名です。

浜田　卓二郎

略　歴：　昭和40年４月　　大蔵省入省

昭和55年６月　　衆議院議員初当選

平成17年２月　　弁護士法人浜田卓二郎事務所設立、代表社員（現）

髙橋　修平

略　歴：　平成10年４月　　弁護士登録、清水直法律事務所入所

平成13年11月　　米国ニューヨーク州弁護士登録

平成20年４月　　髙橋修平法律事務所設立、代表（現）

田邉　國夫

略　歴：　昭和39年４月　　株式会社三菱銀行入行

平成７年６月　　財団法人聖路加国際病院事務局長

平成20年10月　　当社社外監査役（現）

（別紙２）

独立委員会規則の概要

第１条　　当社は、当社株券等の大量買付行為への対応策（買収防衛策、以下、「本プラン」とい

う。）の導入に伴い、独立委員会を設置する。独立委員会は、取締役会の諮問により、

本プランに基づく対抗措置の実施または不実施に関する勧告を行い、取締役会の判断の

公正性及び中立性の確保に資することを目的とする。

第２条　　独立委員会の委員は、３名以上５名以下とし、以下の条件を満たした者の中から選任す

る。選任された委員は、就任にあたり原則として当社に対する善管注意義務条項等を含

む契約を当社との間で締結する。

①　現在または過去において当社、当社の子会社または関連会社（以下、併せて「当

社等」という。）の取締役（社外取締役は除く。以下同じ。）または監査役（社

外監査役は除く。以下同じ。）等となったことがない者

②　現在または過去における当社等の取締役または監査役の一定範囲の親族でない者
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③　当社等と現に取引のある金融機関において、過去３年間取締役または監査役等と

なったことがない者

④　当社等との間で一定程度以上の取引がある取引先において、過去３年間取締役ま

たは監査役等でない者

⑤　当社等との取引先ではなく、当社等との間に特別の利害関係のない者

⑥　企業経営に関する一定以上の経験者、専門家、有識者等（実績ある会社経営者、

投資銀行業務に精通する者、弁護士、公認会計士、会社法等を主たる研究対象と

する研究者またはこれらに準ずる者）

２　委員の選任及び解任は、取締役会の決議により行う。ただし、委員の解任を決議する

場合、出席取締役の３分の２以上の賛成によるものとする。

３　委員の任期は、平成27年３月期定時株主総会の終結の時（ただし、本プランの期間中

に選任された委員については、選任の時）から、平成30年３月期定時株主総会の終結の

時までとする。

第３条　　独立委員会は、原則として以下の各号に記載される事項について審議・決議し、その決

議の内容を、その理由を付して取締役会に勧告する。取締役会は、独立委員会の勧告を

大限尊重しなければならない。

①　大量買付者が本プランに定める手続を遵守しているか否か

②　買付提案の内容が当社の企業価値・株主共同の利益を著しく害するか否かの決定

並びに対抗措置の実施または不実施

③　対抗措置の中止

④　①ないし③のほか、本プランにおいて独立委員会が権限を与えられた事項

⑤　本プランに関して取締役会が独立委員会に諮問した事項

⑥　取締役会が、別途独立委員会が行うことができるものと定めた事項

第４条　　独立委員会の決議は、原則として委員の全員が出席し、出席委員の過半数をもって行

う。

第５条　　独立委員会は、当社の費用で、独立した地位にある第三者（投資銀行、証券会社、フィ

ナンシャル・アドバイザー、弁護士、公認会計士その他の専門家を含む。）の助言を得

ることができる。

第６条　　取締役会は、その決議により、独立委員会を招集することができる。

第７条　　取締役会は、独立委員会が審議を行うにあたって必要であると認める場合には、取締役

１名を独立委員会に出席させ、必要な事項に関する説明を行う機会を与えるよう独立委

員会に求めることができる。

第８条　　独立委員会は、取締役会の要請に応じ、勧告を行う理由及びその根拠を説明しなければ

ならない。
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（別紙３）

新株予約権の要項

１．割当て対象株主

本要項記載の新株予約権の無償割当てを決議する当社取締役会（以下「本新株予約権無償割当

て決議」という。）において定める一定の日（以下「割当期日」という。）における 終の株

主名簿に記載または記録された株主（ただし、当社を除く。）に対し、その保有株式１株につ

き新株予約権１個以上で当社取締役会が定める数の割合で、新株予約権を割り当てる。

２．発行する新株予約権の総数

割当期日の 終の当社普通株式の発行済株式総数（当社の保有する当社普通株式の数を控除す

る。）と同数以上で当社取締役会が定める数とする。

３．新株予約権の無償割当ての効力発生日

本新株予約権無償割当て決議において定める日とする。

４．新株予約権の目的である株式の種類及び数

①　新株予約権の目的である株式の種類

新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とする。

②　新株予約権の目的である株式の数

新株予約権１個の目的である株式の数（以下「対象株式数」という。）は１株とする。

ただし、第５項により、対象株式数が調整される場合には、新株予約権の目的である株式の総

数は調整後対象株式数に応じて調整される。

５．新株予約権の目的である株式の数の調整

①　当社が、割当期日後、当社株式の分割もしくは併合または合併もしくは会社分割等を行う

場合、それらの条件等を勘案し、適宜対象株式数の調整を行うものとする。

②　対象株式数の調整を行うときは、当社は、あらかじめその旨及びその事由、調整前の対象

株式数、調整後の対象株式数及びその適用の日その他必要な事項を各新株予約権者に書面

により通知または定款に定める方法により公告する。ただし、適用の日の前日までに前記

の通知または公告を行うことができないときは、適用の日以降速やかにこれを行う。

６．新株予約権の払込金額

無償とする。

７．新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

新株予約権１個の行使に際して出資される財産（金銭とする。）の価額（以下「行使価額」と

いう。）は、１円とする。

８．新株予約権の行使期間

本新株予約権無償割当て決議において定める日を初日（以下「行使期間開始日」という。）と

し、本新株予約権無償割当て決議において定める期間とする。ただし、第10項に基づき当社が
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新株予約権を取得する場合には、当社が当該取得を通知または公告した日から当該取得日まで

の期間、新株予約権を行使することはできない。行使期間の 終日が銀行営業日でない場合に

はその翌銀行営業日を 終日とする。

９．新株予約権の行使の条件

①　本要項において、次の語句は、別段の定めのない限り以下に定める意味を有するものとす

る。

ⅰ）下記h.Ⅰにおける「株券等」とは、金融商品取引法第27条の23第１項に規定する株券

等をいい、同Ⅱにおける「株券等」とは、金融商品取引法第27条の２第１項に規定す

る株券等をいう。本要項のその余の場合における「株券等」とは、これらのうちの

も広義のものをいう。

ⅱ）「株券等所有割合」とは、金融商品取引法第27条の２第８項に規定する株券等所有割

合をいう。

ⅲ）「株券等保有割合」とは、金融商品取引法第27条の23第４項に規定する株券等保有割

合をいう。

ⅳ）「公開買付者」とは、金融商品取引法第27条の３第２項に規定する公開買付者をい

う。

ⅴ）「所有」とは、金融商品取引法第27条の２第１項第１号に規定する所有をいう。

ⅵ）「大量買付行為」とは、特定株式保有者による当社株券等の買付けその他の有償の譲

受けまたはその提案をいう（ただし、当社取締役会があらかじめ承認したものを除

く。）。

ⅶ）「大量買付者」とは、大量買付行為を行いまたは行おうとする者をいう。

ⅷ）「特定株式保有者」とは、当社の株券等の買付けその他の有償の譲受けの結果、

a.　当社の株券等の保有者が保有する当社の株券等に係る株券等保有割合の合

計

b.　当社の株券等の当該公開買付者が所有しまたは所有することとなる当社の

株券等及び当該公開買付者の特別関係者が所有する当社の株券等に係る株

券等所有割合の合計

のいずれかが、20％以上となる者をいう。

ⅸ）「特別関係者」とは、金融商品取引法第27条の２第７項に規定する特別関係者をい

う。ただし、同項第１号に掲げる者については、発行者以外の者による株券等の公開

買付けの開示に関する内閣府令第３条第２項で定める者を除く。

ⅹ）「保有」とは、金融商品取引法第27条の23第４項に規定する保有をいう。

ⅺ）「保有者」とは、金融商品取引法第27条の23第３項に基づき保有者とみなされる者を

含む。

②　以下に定める者は原則的に新株予約権を行使することができない。

特定株式保有者、その共同保有者（金融商品取引法第27条の23第５項に規定する共同保有

者をいい、同条第６項に基づき共同保有者とみなされる者を含む。）、もしくはその特別
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関係者またはこれらの者が実質的に支配し、これらの者に実質的に支配されもしくはこれ

らの者が共同して支配し、これらの者と共同して行動する者と当社取締役会が判断した者

（以下「非適格者」という。ただし、その者が当社の株券等を取得または保有することが

当社の企業価値・株主共同の利益を害しないと当社取締役会が認めた者は、これに該当し

ないこととする。）

③　上記②の規定に従い、新株予約権者が新株予約権を行使することができない場合であって

も、当社は、当該新株予約権者に対して、損害賠償責任その他の一切の責任を負わないも

のとする。

④　各新株予約権の一部行使はできないものとする。

10．当社による新株予約権の取得

①　当社は、新株予約権の無償割当ての効力発生日（ただし、当社取締役会がこれに代わる日

を定めたときは当該日）の翌日以降、行使期間開始日の前日までの間いつでも、新株予約

権を取得することが適切であると当社取締役会が判断する場合には、当社取締役会が定め

る日をもって、無償で新株予約権全部を取得することができる。

②　当社は、第８項の新株予約権の行使期間が終了する時までの間で当社取締役会が定める日

において、新株予約権１個につき対象株式数の当社普通株式と引換えに、第９項に従い新

株予約権を行使することができる者の新株予約権のうち、当社取締役会が定める日の前日

までに未行使のもの全てを取得することができる。また、当社は、かかる取得がなされた

日以降に、本新株予約権を有する者のうち、非適格者以外の者が存在すると当社取締役会

が認める場合には、上記取得がなされた日より後の当社取締役会が定める日の到来をもっ

て、当社普通株式と引換えに、当該者が有する本新株予約権のうち、当社取締役会が定め

る日の前日までに未行使のもの全てを取得することができる。

11．新株予約権の行使または当社による取得により新たに当社株式を取得した場合の当該株主の株

主総会における議決権行使

当社が定める基準日後に、新株予約権の行使または当社による新株予約権の取得によって、新

たに当社株式を取得した場合の当該株主は、株主総会において議決権を行使できるものとする。

12．新株予約権の譲渡に関する事項

新株予約権を譲渡により取得するには当社取締役会の承認を要するものとする。

13．合併、会社分割、株式交換または株式移転の場合における新株予約権の交付及びその条件

本新株予約権無償割当て決議において当社取締役会が決定する。

14．新株予約権証券の不発行

新株予約権証券は、発行しない。

15．新株予約権の行使により新株を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金

新株予約権の行使により当社普通株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金

の額は、本新株予約権無償割当て決議において定める額とする。
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16．新株予約権の行使請求及び払込みの方法

新株予約権を行使しようとするときは、所定の行使請求書（行使に係る新株予約権の内容及び

数、新株予約権を行使する日、当社株式の記録を行うための振替口座（特別口座を除く。）等

の必要事項並びに株主自身が新株予約権の行使条件を充足すること等についての表明保証条項、

補償条項その他の誓約文言を含む当社所定の書式によるものとする。）に必要事項を記載して

これに記名捺印した上、必要に応じて別に定める新株予約権の行使に要する書類並びに会社法、

金融商品取引法及びその関連法規（日本証券業協会及び本邦金融商品取引所の定める規則等を

含む。）上その時々において要求されるその他の書類（以下「添付書類」という。）を第８項

に定める期間中に払込取扱場所に提出し、かつ、当該行使に係る新株予約権の行使価額全額に

相当する金銭を払込取扱場所に払い込むことにより行われるものとする。

17．新株予約権行使の効力発生時期等

新株予約権の行使の効力は、第16項の行使請求書及び添付書類が行使請求受付場所に到達し、

かつ行使に係る新株予約権の行使価額全額に相当する金銭が指定口座に入金された時に生じる

ものとする。

18．法令の改正等

新株予約権の無償割当て後、法令の制定、改正または廃止により、本要項の条項に修正を加え

る必要が生じた場合においては、当該制定、改正または廃止の趣旨及び文言を勘案の上、本要

項の条項を合理的に読み替えるものとする。

以　　上
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（ご参考）

Ⅰ　株式会社川金ホールディングスの株式の状況（平成27年３月31日現在）

1. 発行可能株式総数80,000,000株

2. 発行済株式総数  20,000,000株　（自己株式186,665株を含む）

3. 株主数　　　　　　　 2,322名

4. 大株主（上位10名）

株主名
当社への出資状況

持株数（千株） 出資比率（％）

川金ホールディングス取引先持株会 1,170 5.85

株式会社みずほ銀行（常任代理人資産管理サー

ビス信託銀行株式会社）
980 4.90

鈴木　信吉 954 4.77

株式会社埼玉りそな銀行 924 4.62

鈴木　布二子 766 3.83

特殊メタル株式会社 756 3.78

鈴木パーライト株式会社 548 2.74

オイレス工業株式会社 542 2.71

鈴木　明子 482 2.41

鈴木　健文 482 2.41
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Ⅱ　大量買付行為開始時のフローチャート

当社株券等の大量買付行為開始時のフローチャート

当社の株券等に対する大量買付行為について、
当社が公表した買収防衛策に定められた手続の遵守を要請

（手続が遵守された場合）

大量買付者による買付提案書の提出

当社取締役会による追加情報
提供の要求（10日以内）

・当社取締役会による必要情報受領の確認
・大量買付者及び独立委員会に検討開始を通
　知

記載内容が不十分

記載内容が十分

取締役会評価期間
60日以内

当社取締役会の検討手続
（当社の企業価値及び会社の
利益ひいては株主共同の利益
を著しく害するか）
・情報収集、代替案の検討
・大量買付者との協議・交渉
・外部専門家等からの助言の
　取得

独立委員会の検討手続
・外部専門家等からの助
　言の取得
・取締役会に対して対抗
　措置の発動の是非につ
　いて勧告

取締役会による決議（独立委員会の勧告を最大限尊重）

企業価値及び会社の
利益ひいては株主共
同の利益を著しく害
する場合でない

企業価値及び会社の
利益ひいては株主共
同の利益を著しく害
する

取締役会による決議
（独立委員会の勧告を最大限尊重）

大量買付者による
手続不遵守を確認

対抗措置発動せず
（株主の皆様によるご判断）

対抗措置発動
（新株予約権の無償割当て等）

（手続が遵守されない場合）

本プランに定める手続を遵
守しない大量買付行為であ
ると認められる場合

独立委員会が発動を勧告

諮問

勧告

（注）本フローチャートは、本プランの手続の概要を記載したものです。詳細につきましては本文

をご参照ください。
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第４号議案　取締役６名選任の件

取締役全員４名は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、経営体制の

強化のため２名を増員し、取締役６名の選任をお願いするものであります。

取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者
番 号

ふ　り　が　な

氏　　　名
（生年月日）

略歴、当社における地位、担当
（重要な兼職の状況）

所有する
当 社 の
株 式 数

１
すず

鈴
き

木
しん

信
きち

吉

(昭和42年２月23日生)

平成19年３月　川口金属工業株式会社（現株式会

社川金ビジネスマネジメント）代

表取締役社長に就任

平成20年10月　株式会社川金ホールディングス代

表取締役社長に就任（現任）

平成23年６月　株式会社川金ビジネスマネジメン

ト代表取締役会長に就任（現任）

954,535株

２
あお

青
き

木
 

　
みつる

満

(昭和23年11月21日生)

昭和62年１月　川口金属工業株式会社（現株式会

社川金ビジネスマネジメント）入

社

平成15年６月　同社総務部長

平成19年４月　同社財務部長（現任）

平成19年６月　同社取締役に就任

平成20年９月　株式会社川金金融代表取締役社長

に就任（現任）

平成20年10月　株式会社川金ホールディングス取

締役経営管理部長に就任（現任）

平成23年６月　株式会社川金ビジネスマネジメン

ト代表取締役社長に就任（現任）

9,000株

３
すず

鈴
き

木
こう

康
ぞう

三

(昭和44年５月２日生)

平成11年４月　株式会社松田製作所入社

平成11年６月　同社取締役に就任

平成16年４月　同社常務取締役に就任

平成22年６月　同社代表取締役社長に就任

（現任）

平成23年６月　株式会社川金ホールディングス取

締役に就任（現任）

385,373株

４
あ

安
だち

達
まさ

正
みち

道

(昭和31年７月31日生)

昭和55年４月　株式会社林ロストワックス工業入

社

平成元年11月　同社取締役製造部長に就任

平成２年５月　同社常務取締役に就任

平成19年４月　同社代表取締役社長に就任

　　　　　　　（現任）

平成19年４月　大連[林]精密鋳造有限公司董事長

に就任（現任）

平成20年10月　株式会社川金ホールディングス取

締役に就任（現任）

－ 株
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候補者
番 号

ふ　り　が　な

氏　　　名
（生年月日）

略歴、当社における地位、担当
（重要な兼職の状況）

所有する
当 社 の
株 式 数

５

※

の

野
なが

長
せ

瀬
ゆう

裕
じ

二

(昭和36年６月24日生)

平成15年４月　国立大学法人埼玉大学地域共同研

究センター助教授に就任

平成17年９月　国立大学法人山形大学大学院 理

工学部研究科教授に就任(現任)

平成21年３月　株式会社ナカニシ社外監査役に就

任

平成26年３月　同社社外取締役に就任(現任)

5,000株

６

※

かみ

上
と

斗
まい

米
 

　
あきら

明

(昭和34年12月19日生)

昭和58年４月　大蔵省入省

平成２年７月　日本銀行出向

平成７年７月　大蔵省主計局主査

平成９年７月　世界銀行出向

平成13年７月　財務省主税局主税企画官

平成18年７月　財務省関税局業務課長

平成21年７月　国税庁長官官房総務課長

平成22年２月　株式会社パソナグループ執行役員

特命担当に就任

平成22年６月　株式会社ベネフィット・ワン社外

取締役に就任(現任)

平成22年８月　株式会社パソナグループ常務執行

役員特命担当に就任

平成25年８月　同社取締役常務執行役員公共戦略

事業・特命担当に就任

平成26年８月　同社取締役常務執行役員ヒューマ

ンインキュベーションインスティ

テュート・特命担当に就任

平成27年６月　同社取締役常務執行役員コーポレ

ートガバナンス本部長に就任

(現任)

－ 株

（注）１．※印は、新任の取締役候補者であります。

２．各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。

３．野長瀬裕二氏及び上斗米明氏は、社外取締役候補者であります。

４．(1) 野長瀬裕二氏を社外取締役候補者とした理由は、ベンチャー企業経営、経営シス

テム工学の専門知識を活かし、経営の重要事項の決定プロセスのチェックの過程に

おいて、客観的な問題指摘、経営戦略策定におけるアドバイス等を頂けるものと判

断し、社外取締役候補者とするものであります。なお、同氏は、過去に社外役員と

なること以外の方法で会社の経営に関与された経験はありませんが、上記の理由に

より、社外取締役として、その職務を適切に遂行できるものと判断しております。

(2) 上斗米明氏を社外取締役候補者とした理由は、企業経営における豊富な経験と見

識を活かし、外部的視点の観点から取締役の業務執行に対する監督機能を期待する

とともに、経営全般に対する有効な助言を頂けるものと判断し、社外取締役候補者
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とするものであります。

５．当社は、第２号議案｢定款一部変更の件｣の承認可決を条件といたしまして、本議案が

承認可決された場合には非業務執行取締役となる野長瀬裕二氏及び上斗米明氏との間

で会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定す

る契約を締結する予定であります。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社

法第425条第１項に定める 低責任限度額としております。

なお、社外監査役である田邉國夫氏及び鈴木俊介氏との間においても会社法第427条第

１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予

定であります。

以　上
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株主総会会場ご案内図

会場：埼玉県川口市川口三丁目１番１号

川口総合文化センター　ＬＩＬＩＡ　11階　大会議室

TEL 048－258－2000

川口
市役所

八間道路

川口
そごう

イトーヨーカ堂

至赤羽

至赤羽
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川口総合文化センター

「ＬＩＬＩＡ」 ※川口駅改札口より
　「川口総合文化セ
　ンター(LILIA)」
　２階へ直接入館す
　ることができます。

交通：ＪＲ川口駅西口より徒歩１分

地図
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